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第２章 子育て支援計画 

１ 計画の目的 
急速な少子化の進行や保護者の就労形態の多様化など、子どもと家庭を取り巻く環境が

著しく変化しており、保護者が子育ての第一義的責任を果たせるよう、子育てを社会全体

で支援していくことが必要となっています。 

このような基本的認識の下に、幼児期の教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合

的に推進するため、平成 24 年８月に「子ども・子育て支援法」などの子ども・子育て関

連３法が制定されました。これらの法律に基づき、27 年 4 月から「子ども・子育て支援

新制度」が開始され、幼児期の教育や保育などの量の拡充や質の向上を図ることとしてい

ます。 

また、「子ども・子育て支援法」では、都道府県及び市町村（特別区を含む）は、国が定

めた「指針」に基づく「子ども・子育て支援事業計画」を策定することになりました。さ

らに、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るため、次世代育成支援対策推進法が 10

年間延長されました。 

本区では、平成 22 年３月に策定した「子育て支援計画」（平成 22 年度～26 年度）の

最終年度を迎え、子育て支援施策の継続性とさらなる拡充が必要なことから、「市町村次世

代育成支援行動計画」と「子ども・子育て支援事業計画」を一体のものとし、新たな「子

育て支援計画（次世代育成支援行動計画、子ども・子育て支援事業計画）」（平成 27 年度

～31 年度）を策定します。この計画に基づき、子どもの健やかな成長の支援や地域社会

全体で子どもを育む体制の構築などを推進し、地域の思いやりにあふれた「おせっかい」

の輪の中で、みんなが楽しく育ち合えるまちを目指します。 

 

２ 子どもの現状 

（１）人口等の推移 

○人口の推移 

文京区の人口は、平成 11 年から増加に転じ、それ以降、緩やかな増加傾向にあります。

平成 26 年４月１日現在、住民基本台帳上の人口は、205,061 人で、そのうち外国人住

民は 7,111 人となっています。 

文京区の平成 26 年 4 月 1 日現在の０～14 歳の年少人口は、23,210 人で、前計画の

開始時点である平成 21 年４月１日現在の 20,443 人から 2,767 人増加しており、構成

比の割合も徐々に高くなっています。 
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■人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳及び外国人登録原票（各年４月１日現在） 

 

■年齢３区分別人口（構成比）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳及び外国人登録原票（各年４月１日現在） 
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○男女別年齢５歳階級別の人口構成 

平成 16 年、平成 21 年、平成 26 年の各４月１日現在の男女別年齢５歳階級別の人口

構成を、人口ピラミッドに表したものが次の図です。 

■男女別年齢５歳階級別の人口構成 

平成 16 年４月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 21 年４月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年４月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳及び外国人登録原票（各年４月１日現在） 
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○18歳未満の児童人口の推移 

平成 26 年４月１日現在の 18 歳未満の児童人口は 27,137 人で、総人口に 占める割

合は 13.2％となっています。平成 21 年に比べて、人数では 2,948 人増加し、総人口に

占める割合も 0.8％増加しています。 

 

■18 歳未満の児童人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳及び外国人登録原票（各年４月１日現在） 

 

■18 歳未満の児童人口の総人口に占める割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳及び外国人登録原票（各年４月１日現在）  
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○合計特殊出生率及び出生数の推移 

わが国の女性の合計特殊出生率は、平成 17 年以降、回復傾向にあり、平成 25 年は 1.43

となりました。文京区の合計特殊出生率は、全国、東京都と比較して低い数値で推移して

いますが、平成 25 年には 1.09 まで回復しています。 

出生数も平成 18 年以降、増加傾向にあり、平成 25 年には 1,800 人を超えています。 

 

■合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ぶんきょうの保健衛生 

■出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：文京の統計 

※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行に伴い、施行日（平成 24 年７月９日）

以降の数値に外国人住民を含む。 
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（２）人口推計 

○人口推計 

本計画の策定に当たり、計画期間である平成 27 年から 31 年までの人口推計を新たに

行いました。それによると、平成 31 年には０歳から 17 歳までの人口は 30,346 人と、

26 年に比べて 3,209 人増加し、０歳から５歳までの人口は、10,817 人と、26 年と比

べて 594 人増える結果となりました。 

また、平成 52 年までの人口推計（年齢３区分別人口）をみると、総人口は平成 32 年

をピークに減少する結果となり、年少人口も徐々に減少する一方、65 歳以上の人口が増

加することが見込まれています。 

 

■人口推計（０～17 歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の人口推計結果は、「子ども・子育て支援事業計画における量の見込み（ニーズ量）」を算

定するため、「市町村子ども・子育て支援事業計画における量の見込みの算出等のための手引き」

に基づき過去３年分の変化率を平均値とするコーホート変化率法により推計した。（下図表を含

め、他の計画で使用する人口推計値と異なる場合がある。） 

 

■人口推計（年齢３区分別人口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25（2013）年 3 月推計）」 
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（３）就業率 

○就業率 

就業率を文京区、東京都、全国で比較すると、男性は 20 歳代、30 歳代ともに東京都、

全国よりも低い数値となっています。女性は、全体として緩やかな M 字型となっており、

20 歳代は東京都、全国よりも低いですが、30 歳代では東京都を上回る状況にあります。 

 

■文京区、東京都、全国の就業率の比較（平成 22 年） 

  【男性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【女性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 22 年国勢調査 
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平成 17 年と 22 年における女性既婚者の就業率を文京区、東京都、全国で比較すると、

いずれの年も 20 歳代前半から 30 歳代前半にかけて全国と東京都を上回る状況ですが、

30 歳代後半から 50 歳代前半はほぼ下回り、60 歳代前半で再び上回る状況です。また、

平成 17 年から 22 年にかけて、10 歳代後半以外に大きな変化はなく、曲線は M 字の状

態になっています。 

 

■文京区、東京都、全国の女性既婚者の就業率 

  【平成 17 年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 17 年国勢調査 

  【平成 22 年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 22 年国勢調査 
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平成 17 年と 22 年における子どものいる女性の就業率を文京区、東京都、全国で比較

すると、文京区は全国より下回っていますが、東京都と同水準の状況にあります。また、

平成 17 年から 22 年にかけて、大きな変化はみられません。 

 

■文京区、東京都、全国の子どものいる女性の就業率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「夫婦のいる一般世帯」において、「子どもあり」の世帯数における「妻が就業者」の人数の

割合を算出した。 

資料：平成 17 年・22 年国勢調査 
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1,738人

1,689人

 

（４）子育て支援サービスの利用状況 

○未就学児の保育の状況 

未就学児童（０～５歳児）が、どのような保育の状況にあるかを年齢別の割合で示すと、

０歳から２歳児までは「家庭等」が最も多く、いずれも５割を超えています。一方、３歳

から５歳児では「幼稚園」の割合が最も多く、特に４歳・５歳児では６割を超えています。

「保育園」は、２歳・３歳児の割合が最も多く、４歳・５歳児でも約３割が利用している

状況にあります。 

■未就学児童の保育の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 26 年 4 月 1 日現在の０～５歳の人口（外国人含む）を基礎とする。 

※各保育施設等の平成 26 年 4 月 1 日現在の在籍児童数を基本とするが、調査の都合上、一部の

施設で異なる基準日で集計しているものがある。 

※その他の保育とは、東京都認証保育園、その他の認可外の保育施設、家庭的保育者（保育ママ）、

事業所内保育所の在籍児童数の合計である。 

 

 

○保育所等在籍児童数と待機児童数の推移 

保育サービスについては、平成 26 年４月１日現在、認可保育所が 30 園（分園含む）、

東京都認証保育所が８園あります。認可保育所の在籍児童数は年々増加しており、平成 26

年には 2,837 人と、近年で最も多くなっています。また、東京都認証保育所の在籍児童数

も増加傾向にあります。 

待機児童は、平成 20 年に急速に増加して以降、増減を繰り返している状況で、平成 26

年は 104 人となっています。 
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1,891 1,877 1,943 2,004 2,037 2,111 
2,300 2,430 

2,601 
2,837 

95 113 
139 

157 
256 

352 

399 
441 

473 

463 

18 17 
18 

24 
23 

19 

24 
27 

19 

26 

0 

400 

800 

1,200 

1,600 

2,000 

2,400 

2,800 

3,200 

3,600 

平成17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

保育園児童数 東京都認証保育所児童数 家庭的保育者受託児童数

年

人

58
49 48

124

86

106
98

111

96
104

0

50

100

150

平成17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 年

人 

■保育所等在籍児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年４月１日現在） 

■保育所等待機児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年４月１日現在） 

 

○育成室在籍児童数の推移 

育成室は、平成 26 年４月現在 29 室となっています。育成室の在籍児童数も年々増加

し、平成 26 年には 1,322 人となっています。育成室の定員数も、平成 22 年に比べて

170 人増え、平成 26 年には 1,348 人となっています。なお、育成室の待機児童数は、

平成 22 年以降、増減を繰り返し、平成 26 年は 26 人となっています。 
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987 
1,008 

1,052 
1,081 

1,138 1,146 
1,180 

1,210 
1,237 

1,322 

800 

900 

1,000 

1,100 

1,200 

1,300 

1,400 

平成17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 年

人 

1,178 
1,196 

1,223 

1,289 

1,348

800 

900 

1,000 

1,100 

1,200 

1,300 

1,400 

平成22 23 24 25 26 年

人 

23

31 33

19

26

0

20

40

60

80

100

平成22 23 24 25 26

人

年

 

■育成室在籍児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年４月１日現在） 

■育成室定員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年４月１日現在） 

■育成室待機児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年４月１日現在） 
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○特別な支援を必要とする児童の各施設での在籍児童数の推移 

特別な支援を必要とする児童の在籍数は、区立保育園では平成 21 年度の 24 人から 25

年度は 22 人とほぼ同人数となっています。区立幼稚園での在籍児童数は、平成 21 年度

は 27 人でしたが 25 年度には 44 人に増えています。育成室での在籍児童数は、平成 21

年度は 57 人でしたが 25 年度には 67 人に増えています。 

■特別な支援を必要とする児童の各施設での在籍児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

（各年４月１日現在） 

 

 

○子ども家庭支援センター相談件数の推移 

子ども家庭支援センターへの虐待相談は、集計方法が変わった平成 24 年度 2,804 件で

あったものが、25 年度には 3,198 件と増加しており、その他の相談を含めた合計の相談

件数も 6,154 件と増加しています。 

■子ども家庭支援センター相談件数 

 平 成 

21年度 

平 成 

22年度 

平 成 

23 年度 

平 成 

24 年度 

平 成 

25 年度 

児童虐待相談 595件 957 件 1,138 件 2,804 件 3,198 件 

その他の相談 1,092件 1,287 件 1,086 件 1,655 件 2,956 件 

合 計 1,687件 2,244 件 2,224 件 4,459 件 6,154 件 

※24 年度からシステム導入による、相談員の行動回数（訪問・面接・電話等）の集計数 

 

 

 

 

 

 

 

 平  成 

21年度 

平  成 

22 年度 

平  成 

23年度 

平  成 

24 年度 

平  成 

25年度 

区立保育園 24人 20 人 20 人 19人 22人 

区立幼稚園 27人 28 人 29 人 28人 44人 

育 成 室 57人 59 人 61 人 62人 67人 
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フルタイム

（産休・育休・
介護休業中

でない）

29.9%

フルタイム

（産休・育休・
介護休業中）

11.7%

パート・

アルバイト
（産休・育休・

介護休業中

でない）
10.8%

パート・

アルバイト
（産休・育休・介護

休業中）

1.1%

以前は就労

していたが、
現在は就労

していない

43.2%

これまで

就労した
ことがない

2.1%

無回答

1.2%

n=935

 

フルタイム

（産休・育休・
介護休業中

でない）

33.0%

フルタイム

（産休・育休・
介護休業中）

1.3%

パート・

アルバイト
（産休・育休・

介護休業中

でない）
24.2%

パート・

アルバイト
（産休・育休・介護

休業中）

0.4%

以前は就労

していたが、

現在は就労

していない

33.8%

これまで

就労した

ことがない

5.4%

無回答

1.8%

n=718

 

（５）子育て支援に関するニーズ調査結果 

本区では、子育て支援策をさらに進めていくために、子育て中の区民の方々にニーズ調

査を実施しました（平成 25 年 10 月～11 月実施。就学前児童の保護者 1,508 人、小学

生の保護者 1,292 人、中学生の保護者・本人 648 人の計 3,448 人に配布。有効回収率

58.2％）。その中で、母親の就労状況、就労希望、子育ての不安や悩み、定期的な教育・

保育事業の利用希望等について実態を把握しました。 

 

○母親の就労状況 

母親の就労状況について、「フルタイム（産休・育休・介護休業中でない）」の割合は就

学前児童の保護者が 29.9％、小学生の保護者が 33.0％と大きな差はみられませんが、

「フルタイム（産休・育休・介護休業中）」の割合は就学前児童の保護者が 11.7％と、小

学生の保護者の 1.3％と比べて多くなっています。「パート・アルバイト（産休・育休・介

護休業中でない）」の割合は小学生の保護者が 24.2％と就学前児童の保護者の 10.8％よ

り多くなっています。「以前は就労していたが、現在は就労していない」は就学前児童の保

護者は 43.2％と、小学生の保護者の 33.8％と比べて多くなっています。 

■母親の就労状況（単数回答） 

     【就学前児童】      【小学生】 
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就労の希望は

ない（子育て
や家事等に

専念したい）

33.3%

１年より先、

一番下の子ども
が 歳になった

頃に就労したい

44.8%

すぐにでは

ないが、

１年以内に

就労したい

13.2%

すぐにでも

就労したい
7.8%

無回答

0.9%

n=424

 

就労の希望は

ない（子育て
や家事等に

専念したい）

34.8%

１年より先、

一番下の子ども
が 歳になった

頃に就労したい

44.8%

すぐにでは

ないが、

１年以内に

就労したい

17.4%

すぐにでも

就労したい
9.6%

無回答

1.4%

n=282

 

○母親の就労希望 

現在就労していない、またはこれまで就労したことのない母親の就労希望については、

「就労の希望はない（子育てや家事等に専念したい）」が就学前児童の保護者が 33.3％、

小学生の保護者が 34.8％と、各々約３割を占めています。時期を問わず就労の希望があ

る割合はともに６割強となっていますが、「すぐにでも就労したい」あるいは「すぐにでは

ないが、１年以内に就労したい」の割合は小学生の保護者が 27.0％と、就学前児童の保

護者の 21.0％と比べて多く、より早期の就労を望む声がみられます。 

■母親の就労希望（単数回答） 

     【就学前児童】      【小学生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子育ての楽しさ 

子育ての楽しさ・辛さの感じ方について、「楽しいと感じることの方が多い」と回答した

のは、就学前児童の保護者が 69.5％、小学生の保護者が 63.6％、中学生の保護者が 

71.0％となっており、「辛いと感じることの方が多い」は就学前児童の保護者が 3.9％、

小学生の保護者が 3.9％、中学生の保護者が 3.3％となっています。 

また、障害がある子どもの世帯を対象に実施した障害者（児）実態・意向調査において

は、「楽しいと感じることの方が多い」と回答したのは、就学前児童の保護者が 42.3％、

就学後児童の保護者が 36.8％となっており、「辛いと感じることの方が多い」は就学前児

童の保護者が 21.1％、就学後児童の保護者が 23.6％となっています。 
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■子育ての楽しさ（単数回答） 

【就学前児童】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生】  

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学生】 

 

 

 

 

 

 

 

  

就学前児童 障害児（就学前児童）

無回答

楽しいと感じることの方が多い

楽しいと感じることと
つらいと感じることが同じくらい

つらいと感じることの方が多い

その他

分からない

42.3 

29.6 

21.1 

4.2 

1.4 

1.4 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

障害児

（n=71）

69.5 

23.7 

3.9 

1.7 

0.9 

0.3 

0％20％40％60％80％

就学前児童

（n=935）

小学生 障害児（就学後児童）

無回答

楽しいと感じることの方が多い

楽しいと感じることと
つらいと感じることが同じくらい

つらいと感じることの方が多い

その他

分からない

36.8 

35.1 

23.6 

2.3 

1.7 

0.6 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

障害児

（n=174）

63.6 

28.9 

3.9 

1.8 

1.2 

0.6 

0％20％40％60％80％

小学生

（n=723）

中学生 障害児（就学後児童）

無回答

楽しいと感じることの方が多い

楽しいと感じることと
つらいと感じることが同じくらい

つらいと感じることの方が多い

その他

分からない

36.8 

35.1 

23.6 

2.3 

1.7 

0.6 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

障害児

（n=174）

71.0 

22.8 

3.3 

1.8 

0.9 

0.3 

0％20％40％60％80％

中学生

（n=334）

※障害者（児）

実態・意向調査

は、小学生と中学

生を合わせて就学

後児童として調査

しているため、就学

後児童総数の調

査結果を記載して

います。 
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○役立つ子育て支援の施設・サービス 

役立つ子育て支援の施設・サービスについて尋ねたところ、就学前児童の保護者は「児

童手当などの給付や利用料金免除などの経済的支援」をはじめ、「リフレッシュ等のために

利用できる一時預かりサービスの充実」など上位７項目が約 30％から約 25％となって

います。小学生の保護者は「子どもたちだけで安心して遊ぶことができる公園や児童遊園

の整備」が 51.5％と最も多く、次いで「育成室（学童保育）・児童館などの放課後・休日

に利用できる施設の充実」41.2％、「確かな学力、豊かな人間性、体力を育成する教育環

境の整備」31.0％の順となっています。中学生の保護者は「児童手当などの給付や利用料

金免除などの経済的支援」が 45.5％と最も多く、「子どもの健康や成長を支える保健医療

体制の整備」38.9％、「確かな学力、豊かな人間性、体力を育成する教育環境の整備」36.2％

の順となっています。 

■役立つ子育て支援の施設・サービス（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31.2%

30.3%

28.6%

28.2%

28.1%

26.5%

25.3%

19.1%

16.5%

9.1%

8.2%

7.7%

6.0%

4.2%

2.7%

1.2%

1.2%

29.5%

8.9%

41.2%

15.9%

10.4%

31.0%

22.0%

19.5%

13.6%

4.7%

8.7%

5.5%

5.3%

51.5%

3.0%

1.0%

0.7%

45.5%

4.2%

29.3%

38.9%

13.2%

36.2%

26.6%

7.2%

10.5%

17.1%

9.0%

10.2%

27.2%

2.7%

0.9%

0.0%

0% 20% 40% 60%

児童手当などの給付や利用料金減免などの経済的援助

リフレッシュ等のために利用できる一時預かりサービスの充実

乳幼児連れでも[子ども連れでも]活動しやすいまちづくり

平日の日中に定期的に利用できる保育サービスの充実

[育成室（学童保育）・児童館などの放課後・休日に利用できる施設の充実]

[放課後・休日に中学生が利用できる施設の充実]

妊娠・出産、乳幼児健診などを[子どもの健康や成長を]

支える保健医療体制の整備

子育て支援に関する情報提供

確かな学力、豊かな人間性、体力を育成する教育環境の整備

男性も女性も仕事と子育てが両立しやすい環境の整備

土日や夜間など定期的に利用できる保育サービスの充実

親同士の助け合い活動や、地域の相互扶助体制の整備

子育て家庭のための住宅施策の推進

子育ての不安や悩み・いじめや虐待防止のための相談支援体制の整備

非行防止等、子どもが健全に育つための対策の充実

障がいのある子どもや虐待を受けている子どもに対する支援の充実

子どもたちだけで安心して遊ぶことができる公園や児童遊園の整備

その他（

特にない

無回答

就学前児童（n=935）

小学生 （n=723）

中学生 （n=334）

＊ （項目なし）

＊ （項目なし）

＊ （項目なし）

＊ （項目なし）
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53.8%

39.6%

33.9%

28.9%

25.7%

19.6%

17.3%

16.6%

15.1%

14.0%

13.0%

11.1%

11.0%

8.1%

6.6%

8.2%

0.5%

31.1%

32.8%

55.5%

35.8%

31.8%

19.9%

10.7%

18.5%

10.4%

15.5%

8.2%

14.0%

5.7%

4.8%

6.8%

6.8%

0.7%

17.4%

27.8%

63.5%

47.0%

26.9%

15.6%

6.9%

14.1%

7.5%

10.2%

8.4%

3.9%

2.4%

35.6%

25.7%

3.3%

6.9%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80%

自分の時間がとれず、自由がない

子育てと仕事・キャリアとの両立が難しい

子どもの進路や進学のこと

子育て（教育を含む）に伴う経済的な負担が大きいと感じる

子どもの健康、性格や癖などについて心配である

子育ては親の責任といわれ、不安と負担を感じる

子育てにおわれ、社会から孤立するように感じる

配偶者の子育てへのかかわりが少ない

子どものしつけがわからない

子どもとのふれあい[や会話]が十分できない

近所に子どもの遊び友達がいない

夫婦あるいは家族の間で子育てについての考えが違う

子どもがいるために、自分の楽しみを奪われているように感じる

子どもを邪魔に感じるときがある

子どもの学習・授業の進度のこと

子どもの友人関係のこと

その他

特に不安や悩みはない

無回答

就学前児童（n=935）

小学生 （n=723）

中学生 （n=334）

＊ （項目なし）

＊ （項目なし）

＊ （項目なし）

＊ （項目なし）

＊ （項目なし）

 

○子育ての不安や悩み 

子育てをする上での不安や悩みについて、就学前児童の保護者は「自分の時間がとれず、

自由がない」が 53.8％と最も多く、次いで「子育てと仕事・キャリアとの両立が難しい」

が 39.6％と、ワーク・ライフ・バランス関連の項目が上位に挙げられています。他方、

小学生の保護者及び中学生の保護者で最も多いのは「子どもの進路や進学のこと」で各々 

55.5％、63.5％、次いで「子育て（教育を含む）に伴う経済的な負担が大きいと感じる」

が各々 35.8％、47.0％となっており、子どもの成長に伴う教育や経済的不安が上位に挙

げられています。 

■子育てをする上での不安や悩み（複数回答） 
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38.3%

26.1%

36.8%

27.5%

25.0%

47.2%

26.3%

7.8%

19.7%

14.5%

3.9%

6.7%

6.7%

3.2%

12.1%

2.4%

2.0%

5.0%

0.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

区立幼稚園

国立大学付属幼稚園

私立幼稚園

区立幼稚園の預かり保育

私立幼稚園の預かり保育

区立保育園

私立保育園

小規模な保育施設

認定こども園（※現在未実施）

東京都認証保育園

その他の認可外の保育施設

家庭的保育（保育ママ）

事業所内保育施設

家庭的保育者が子どもの家庭で保育する事業

（※現在未実施）

ファミリー・サポート・センター

療養機関

その他

特にない

無回答 就学前児童 n=935

 

○定期的な教育・保育事業の利用希望 

今後利用したい定期的な教育・保育事業については、「幼稚園」全体で 56.3％、「幼稚

園の預かり保育」全体で 35.9％、「保育園等」全体で 60.0％となっています。 

■定期的な教育・保育事業の利用希望（複数回答） 

 

 

 

 

【事業所ごとの利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

56.3%

35.9%

60.0%

0% 20% 40% 60% 80%

「幼稚園」全体

「幼稚園の預かり保育」全体

「保育園等」全体
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51.6%

14.1%

60.9%

25.0%

50.8%

25.0%

0.0%

2.3%

28.9%

0.0%

62.5%

15.6%

87.5%

25.8%

28.9%

28.1%

0.8%

1.6%

31.3%

0.0%

0% 50% 100%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室・サッカー

クラブ、学習塾など）

児童館

区立の育成室

（学童保育）

民間の学童保育

放課後全児童向け事業

（放課後子ども教室）

ファミリー・サポート・センター

療育機関

その他（図書館、公園など）

無回答

低学年時の希望（n=128）

高学年時の希望（n=128）

*（項目なし）

64.3%

21.2%

71.2%

18.8%

32.8%

3.0%

2.4%

0.8%

0.5%

18.5%

0.5%

60.8%

23.4%

79.3%

25.5%

21.8%

5.6%

14.5%

0.5%

0.8%

23.1%

4.3%

0% 50% 100%

低学年の実際（n=372）

高学年時の希望（n=372）

86.5%

17.6%

85.9%

19.7%

0.0%

0.3%

2.6%

0.0%

0.3%

26.8%

0.9%

71.5%

23.5%

81.2%

23.8%

9.1%

2.6%

15.3%

0.6%

0.3%

32.6%

1.2%

0% 50% 100%

高学年の実際（n=340）

高学年の希望（n=340）

 

○小学校の放課後を過ごさせたい場所・過ごしている場所 

小学校の放課後の過ごし方について、就学前児童（来年度就学する児童）の保護者へ将

来の希望を尋ねたところ、低学年時、高学年時ともに「習い事」が最も多く、低学年時は 

60.9％、高学年時では 87.5％となっています。低学年時は、次いで「自宅」が 51.6％、

「育成室」が 50.8％となっています。 

小学校低学年の保護者へは低学年の実際と高学年時の希望を尋ねたところ、ともに「習

い事」が最も多く、次いで「自宅」となっています。「育成室」は低学年の実際が 32.8％

に対し、高学年時の利用希望は 21.8％となっています。 

小学校高学年の保護者へは高学年の実際と希望を尋ねたところ、実際は「自宅」 が 

86.5％と最も多く、次いで「習い事」が 85.9％となっています。希望は「習い事」が 

81.2％、「自宅」が 71.5％と順位が入れ替わっています。 

■小学校の放課後の過ごし方（複数回答） 

        【就学前児童】    【小学生】    【中学生】 
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３ 主要項目及びその方向性 

（１）子どもの健やかな成長の支援 

妊娠中や出産後は、身体的にも精神的にも負担がかかる時期です。そこで、体の回復は

もちろん、子育ての不安や新たな家族環境への適応など、心のケアも含めた産前・産後ケ

アの充実を図ります。 

子どもの健やかな成長を図るため、発達段階に応じた各種健診や発育・栄養・生活環境

などについての指導・助言などのサポートを行うとともに、発達に不安や障害のある場合

の相談体制の整備や療育の場の充実など適切な支援を受けられるよう、取り組んでいきま

す。 

また、子どもが健やかに成長していくためには、子ども自身の権利が保障されることが

不可欠です。子どもと家庭を支援する関連機関等のネットワークを活かした取組みを進め、

児童虐待への対応と未然防止に努めるとともに、いじめや体罰を許さない社会を築いてい

きます。 

 

（２）子どもの生きる力・豊かな心の育成 

次代を担う子どもたちが、仲間や自然とふれあい、他者を思いやる心や自立心を養うこ

とは、豊かな人間性を形成する上で大切なことです。 

このため、保育（養護・教育）や学校教育の充実をはじめ、小学生、中高生が様々な体

験や同年齢・異年齢の友だちと遊び、ふれあうことのできる機会や居場所、遊びの場を子

どもの視点を踏まえて確保するよう取り組んでいきます。 

また、こうした時期から乳幼児とふれあうことや様々な自然体験・社会体験等を通して、

生命を尊重する心、美しいものに感動する心、他者を思いやる心、規範意識などを育んで

いくことも必要です。 

さらに、将来の社会生活を見据え、小学生、中学生の時期から、地域への愛着や望まし

い勤労観、職業観を育む地域活動への参加や発達段階に応じたキャリア教育を推進してい

きます。 

 

（３）地域社会全体で子どもを育む体制の構築 

いかなる時代にあっても、子どもを産み育てたいと望む人たちが安心して子育てし、子

どもたちが健やかに成長していく環境を整備することに社会全体で取り組む必要がありま

す。 

また、都市化や就業形態の多様化などにより、子育てに対するニーズは複雑化するとと

もに、子育ての負担感の増大や、地域で孤立する保護者への対応も課題となっています。 

こうしたことから、家庭が子育ての第一義的責任を果たせるよう地域、学校、事業者、

行政などが連携し社会全体で子育てを支援していきます。 
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（４）子育てと仕事の両立支援 

働き方の見直しを進め、仕事と生活の調和を実現することは、少子化対策の観点からも

重要であり、国における育児休業や短時間勤務制度の普及・定着、事業者や従事者の意識

改革などを社会全体で取り組んでいく必要があります。 

また、本人の望むところにより、子育てしながら仕事を続けられる、あるいは再び希望

したときに就業できる社会としていくため、様々なサービスの提供主体との連携などによ

り、子育て環境の充実を図っていく必要があります。 

こうしたことから、多様化する子育て世帯のニーズに対応するため、様々な保育形態等

による子育て支援サービスを提供することで、ニーズに応じた的確な支援を行うとともに、

保育の質の充実と量の拡充を図り、引き続き、待機児童の解消に努めていきます。 

 

（５）子育ての心理的・経済的負担の軽減 

子育てをしている人の中には、気軽に子育ての悩みを身近なところに相談できる人がい

ないことなどにより、心理的な負担や不安を抱えてしまう人もいます。 

このような人たちが、不安や悩みを相談することにより、子育てについての心理的な負

担感を解消し、安心して子育てができる環境を整備していきます。 

また、子育てには、様々な養育費が必要となることから、子育てに伴う経済的な負担が

大きいと感じる人も少なくありません。 

こうしたことから、子育てに伴う心理的な負担感の解消や経済的な支援を図り、子育て

に喜びを感じ、安心して子育てできる環境を整備していきます。 

 

（６）子どもを守る安全・安心なまちづくりの推進 

子ども自身や子ども連れの人、妊産婦をはじめ、すべての人が安心して外出でき、過ご

すことができるよう、歩道の段差解消や公園の整備など、だれにでもやさしいまちづくり

を進めていきます。 

また、子どもの非行防止や犯罪からの被害防止、交通事故から子どもを守るための啓発

活動や発達段階に応じた訓練・安全指導を学校、地域、警察などと連携して引き続き取り

組んでいきます。 
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４ 計画の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

・計画事業の      は、計画事業量を掲げ、進行管理の対象とする事業です。 

・他の分野別計画で進行管理を行う事業は、事業名の後に当該分野別計画の頭文字と事業番号を記

載しています。 

  地…地域福祉保健の推進計画  障…障害者計画  保…保健医療計画 

・子ども・子育て支援法第 60 条に規定する国の定める基本指針（平成 26 年内閣府告示第 159 号）

において、年度ごとの事業量、ニーズ量の見込み等を定める事項に関連する事業については、計

画事業名の後に「★」を表示しています。 

11 障害者・児歯科診療事業 障1-6-3

12 障害児スポーツ事業

障4-3-3

10 放課後等デイサービス 障4-4-9

障4-3-1

８ 医療型児童発達支援 障4-3-2

３ 障害児施策の充実 ６ 障害児相談支援 障4-2-7

障4-4-3

５ 障害及び障害者・児に対する理解の促進 障5-2-1

２ 児童発達支援センターの運営 障4-2-1

３ 保育園障害児保育 障4-3-4

４ 育成室の障害児保育

１ 療育相談の充実 障4-1-3

１ 児童を対象とした相談窓口の運営

２ 児童虐待防止ネットワークの充実　★

３ 乳幼児家庭支援保健事業

経過観察健康診査

９ 心理経過観察

育児相談

11 栄養指導講習会

保1-4-1

２ 母親・両親学級

保1-4-2

児童虐待防止対策の充実

４ 新生児沐浴指導・乳房マッサージ

保1-4-3

６ アレルギー相談

障4-1-2

12

８

大項目 小項目 計画事業

１
　
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長

１ 妊娠・出産への支援　★

３ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業）　★

５ 乳幼児健康診査

１ 子どもや家庭における健康の確保

７ 発達健康診査

10 歯科保健相談

２

13 シックハウス対策の普及啓発

７ 児童発達支援

９ 保育所等訪問支援
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４ 特別支援教育の充実

２
子どもの生きる力の育成に向
けた教育環境等の整備

３ 家庭や地域の教育力の向上

障4-4-2

２ 就学前相談体制の充実 障4-3-6

３ バリアフリーパートナー事業 障4-4-4

４

障4-3-5

10

７ 小中学生スポーツ教室

６ 親子スポーツ教室

ＰＴＡ活動との連携強化、活動支援

８ 文京ジュニア・アスリート・アカデミー

９ 家庭教育支援の推進

４ 子ども向け消費生活研修会

１ 家族のふれあいの促進

２ ブックスタート事業

３ 消費生活出前講座（子ども向け）

８ 教育情報環境整備

９ 学校支援地域本部事業

７ 学校施設の整備

４ 部活動への支援

５ 学校運営連絡協議会・コミュニティスクール

３ 生きる力実現・学校力パワーアップ事業

２ いのちの教育の推進

６ ボランティア・市民活動への支援 地1-1-2

５ ひきこもり等の自立支援

２ 放課後全児童向け事業　★

３ 児童館の整備及び運営

大項目 小項目 計画事業

１ 文京区青少年育成プラン等の推進

２
 
子
ど
も
の
生
き
る
力
、

豊
か
な
心
の
育
成

１ 青少年の健全育成 ４ 中高生の居場所の確保（b-lab（文京区青少年プラザ）等）

１

７ 保育園体験学習

確かな学力育成事業

６ 総合相談事業の充実 障4-4-1

10 私立幼稚園運営事業補助

特別支援教育の充実

１ 幼稚園特別保育

５ 子ども向け文化・学習事業の充実

11 講座等での保育室設置
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仲間作りの支援・場の提供２

健全育成活動への支援３

３
 
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援

１ 青少年健全育成会への支援・連携

４ 子育てグループ等支援

２

２ 青少年の社会参加と青年育成事業の推進

５ 幼稚園施設開放

２ 乳幼児プログラム

３ 幼児クラブ

１ 子育てステーション

７ 大学の子育て関連事業への協力

６ 医療機関等による子育て関連事業への協力

５ ふれあいいきいきサロン事業 地1-1-3

大項目 小項目 計画事業

１ 民生委員・児童委員、主任児童委員による相談援助活動

４ 小地域福祉活動の推進 地1-1-1
１ 地域との協働・活動支援

ファミリー・サポート・センター事業　★３

文京区子育てサポーター認定制度
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子育てに伴う心理的負担の軽減２

４
 
す
べ
て
の
子
育
て
家
庭
へ
の
支
援

保育の充実１

子育てに伴う経済的負担の軽減

10 入学支度資金貸付

７ 認証保育所保育料助成

８ 区立幼稚園保育料の減免

３

13 学校給食補助

９ 私立幼稚園等保護者負担軽減

12 就学援助

11 奨学資金貸付

３ 入院助産

６ 保育園第３子保育料助成

４ 児童手当

５ 乳幼児及び義務教育就学児医療費助成

１ 特定不妊治療費助成事業

２ 特定不妊治療費融資あっせん・利子補給事業

４ 幼稚園子育て相談

１ 子ども家庭支援センター事業　★

２ 子育てひろば事業　★

３ 保育園子育て相談

22 子育て短期支援事業　★

23 私立幼稚園長時間預かり保育事業費補助

19 民間事業者誘致による小学生の受入れ　★

20 市街地再開発事業における子育て支援施設の誘致

21 福祉サービス第三者評価制度の利用促進

16 認可外保育施設の認可化移行支援事業　★

17 私立認可保育所の整備拡充　★

18 育成室の整備及び運営　★

13 病児・病後児保育　★

14 区立幼稚園の預かり保育　★

15 認証保育所の運営補助

10 グループ保育室運営　★

11 緊急一時保育・リフレッシュ一時保育　★

12 一時保育　★

７ 保育園延長保育　★

８ 区立保育園年末保育

９ 地域型保育事業　★

２ 区立保育園の施設改修

大項目 小項目 計画事業

１ 安心・安全なシッターサービスの提供

６ お茶の水女子大学認定こども園（仮称）の開設　★

３ 区立幼稚園の定員拡充　★

５ 区立幼稚園の認定こども園化　★

４ 幼稚園・保育園の一元化施設の運営管理
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障害のある子どもの家庭への支援

３ 居住支援の推進
良好な居住環境の確保８

障1-1-13

２

仕事と生活の調和に向けた啓発５

４
 
す
べ
て
の
子
育
て
家
庭
へ
の
支
援

子育て情報提供の充実４

ひとり親家庭への支援６

１ 区立住宅の運営

７ 日中短期入所事業

５ 児童育成手当（障害手当）の支給

６ 福祉手当の支給

３ 緊急一時介護委託費助成

７

特優賃区民住宅借上げ事業

４ 市街地再開発における住宅供給

４ 特別児童扶養手当の支給

１ 短期保護 障1-1-15

２ 短期入所（ショートステイ） 障1-1-8

８ ひとり親家庭等医療費助成

９ 母子及び父子福祉資金

５ ひとり親家庭緊急一時ホームヘルパー派遣事業

６ 児童扶養手当の支給

７ 児童育成手当（育成手当）の支給

２ 母子家庭等自立支援事業

３ 母子生活支援施設

４ 母子・女性緊急一時保護事業

２ 労働者・事業主への広報・啓発活動

１ 母子・父子自立支援員

３ 子育て応援メールマガジンの配信

１ 男女平等参画推進事業

２ 子育て施策ＰＲイベントの開催

大項目 小項目 計画事業

１ 子育てガイド
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２ 環境浄化推進運動

大項目 小項目 計画事業

１ 非行防止・更生保護の推進
青少年のための地域環境の整備１

５
 
子
ど
も
を
守
る
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

１ 道のバリアフリーの推進 地2-1-3

２ コミュニティ道路整備

３ 公園再整備事業

４ 建築物等のバリアフリーの推進

安全・安心なまちづくり

５ 文京区バリアフリー基本構想の策定

３ 安全・安心な公園づくり

１ 犯罪の被害防止対策の推進

安心して外出できる環境の整備２

６ 防災教室の実施

５ 交通安全教育の実施

２

児童の安全の確保３

７ 子育て支援施設への災害用備蓄物資の配備

４ 安全・安心な学校づくり
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５ 計画事業 

・    の事業は、進行管理対象事業です。 

 

（１）子どもの健やかな成長 
子どもが一人の人間としてその意思が尊重され、子ども一人ひとりの権利が守られ、自

己実現を図ることができる社会の実現を目指していきます。このためには、増加する児童

虐待の防止に努めるとともに、いじめや暴力行為を許さない社会を築くことが不可欠です。 

また、発達段階に応じた適切な情報提供や支援体制を整えるとともに、子どもの発達に

不安を抱える保護者へのケアや特別な支援を必要とする子どもへの早い時期からの専門的

な支援に取組みます。 

１-１ 子どもや家庭における健康の確保 
妊娠中からの親子の健康確保と育児不安の解消に努め、子どもが健やかに生まれ育つよ

う関係機関が連携して支援していきます。 

 

1-1-1 妊娠・出産への支援 

事業概要 
 妊娠届出書の提出により、母子健康手帳とともに、妊婦健康診査と妊婦歯周

疾患検診の受診票を配布する。健診は、年間を通じて各医療機関で実施する。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

◆妊婦健康診査受診者数 25,483 人 

 ・一般健康診査受診票交付 

14 枚/人 

 ・超音波検査受診票交付  1 枚/人 

◆妊婦歯周疾患検診受診者数 770人 

◆母子健康手帳交付時面接件数 

 1,241 件 

 妊婦の健康リスクを把握し、母体や

胎児の健康確保及び経済的負担の軽

減を図るため、妊婦健康診査等に係る

費用の一部を助成する。また、「妊婦

歯周疾患検診」を実施し、歯周疾患の

リスクが高まる妊娠期の口腔衛生の

向上を図る。 

 母子健康手帳や妊婦健診受診票の

交付時に、保健師による妊婦面接を行

うことで、ハイリスク妊婦を把握し、

関係機関と連携して適切な支援を実

施する。 

◆妊婦健康診査受診票交付 

 ・一般健康診査受診票交付 

14 枚/人 

 ・超音波検査受診票交付  1 枚/人 

◆妊婦歯周疾患検診受診者 700 人 

◆母子健康手帳交付時面  1,200 件 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○     
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1-1-2 母親・両親学級 

事業概要 
 妊婦及びそのパートナーを対象に、妊娠・出産・子育てについて学ぶ教室を

開催し、妊娠中の不安の解消・仲間づくり等を促進する。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 妊婦及びその夫を対象に体験実習

中心のプログラムを実施した。両親学

級では、心理職による講義を加え、参

加者からは、父親になるイメージがつ

かめたという感想があった。また、年

3回土曜日に1回制の母親学級を開催

し、就業している妊婦への支援を図っ

た。 

◆保健サービスセンター 

 母親学級：12 コース 

両親学級：8 回 

 母親学級・土曜：3 回 

◆保健サービスセンター本郷支所 

 母親学級：10 コース 

両親学級：6 回 

 妊婦及びその夫を対象に、出産・育

児についての知識や情報提供を行う

など、親となる準備を支援するため、

母親学級と両親学級を開催する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○     

 

1-1-3 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業） 

事業概要 

 生後４か月以内の乳児がいるすべての家庭を保健師や助産師が訪問し、母子

の健康管理や子育てに関する情報提供を行うとともに、悩みや不安を聴き、適

切なサービスに結び付ける。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

 ４か月児健診の対象者リストから

未訪問家庭を把握し、約９割の家庭を

訪問した。 

◆訪問件数 1,634 人 

 対象家庭に対し、保健師・助産師が

訪問し、母子の健康管理や子育てに関

する情報提供を行う。支援が必要な家

庭に対しては、保健師による相談を実

施し、関係機関と連携して適切な支援

を実施する。 

◆訪問率 88% 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○    
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1-1-4 新生児沐浴指導・乳房マッサージ 

事業概要 
 出生後 28 日未満の新生児及び産後 120 日未満の産婦の家庭に助産師を派

遣し、沐浴指導・乳房マッサージを実施し、育児不安の軽減を図る。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○    

 

１-1-5 乳幼児健康診査 

事業概要 

4 か月から 3 歳までの乳幼児を対象に、年齢別に発育・発達状態の健康診査

を実施し、疾病の早期発見に努めるとともに、育児に必要な保健指導を実施す

る。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

 年齢にかかわりなく、経過観察、発

達健診、療育相談を実施した。また、

未来所者については、家庭訪問等によ

り状況把握に努めた。 

◆4 か月児健康診査受診率 98.0％ 

◆1 歳 6 か月児健康診査（歯科） 

受診率  92.7％ 

◆3 歳児健康診査受診率 94.8％ 

 健康診査により、疾病等を早期に発

見し適切な治療や療育につなげると

ともに、子育てのストレスや育児不安

をもつ等、子育てが困難な家庭を把握

し、関係機関と連携して支援してい

く。 

◆4か月児健康診査    年 60回 

・目標受診率 98.0％ 

◆1 歳 6 か月児健康診査（歯科） 

年 30 回 

・目標受診率 90％以上 

◆3歳児健康診査     年 30回 

・目標受診率 90％以上 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 乳児期 幼児期 小学生 中高生 

 ○ ○   

 

1-1-6 アレルギー相談 

事業概要 

 15 歳未満で小児ぜん息や食物、環境などによる湿疹等のアレルギー症状の

ある乳幼児及び小児に対し、専門医の診察に基づき適切な生活指導・栄養指導

を行い、発症予防並びに健康の回復を図る。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 
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1-1-7 発達健康診査 

事業概要 

運動発達の遅れや発達障害が疑われる乳幼児を対象に、専門医師による健康

診査を行い、発達の遅れを早期発見するとともに健診及び保健師による個別指

導を行う。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

 小児神経専門医による健康診査を

行い、子どもの発達の遅れを早期発見

するとともに、福祉センター等関係機

関と連携し適切な療育につなげた。 

◆実施回数   24 回 

◆受診者数  146 人 

 専門医師による健診及び保健師に

よる保健指導を行い、子どもの発達の

遅れを早期発見するとともに、関係機

関と連携し、適切な療育に繋げる。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

実施回数 24 回 24 回 24 回   

受診者数 150 人 150 人 150 人   

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 乳児期 幼児期 小学生 中高生 

 ○ ○   

 

1-1-8 経過観察健康診査 

事業概要 

 乳幼児健診でみられた発育等の所見について経過観察し、疾病等の早期発

見、早期対応を図るため、小児科医による診察と保健師・栄養士による指導を

行う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   

 

1-1-9 心理経過観察 

事業概要 
乳幼児健診でみられた精神発達やことば等の問題について、心理相談員によ

る個別相談を行う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   
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1-1-10 歯科保健相談 

事業概要 

 乳幼児を対象に、歯科健診・保健指導・フッ素塗布を実施する。3 歳までは、

6 か月毎の定期健診と希望者にフッ素塗布を行い、継続的な歯科健康管理に努

める。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   

 

1-1-11 栄養指導講習会 

事業概要 
 疾病予防、健康づくりに関する知識を深め、子どもの望ましい食習慣の定着

を図るため、成人、母子対象の講習会を実施する。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 ライフステージに応じた栄養指導

の一環として、妊婦や乳幼児、子育て

を支える方を対象とした栄養指導講

習会を開催し、食を通じた健康づくり

に関する知識と技術を伝達した。 

◆離乳食講習会  48 回 

◆幼児食講習会  ８回 

◆プレママクッキング  ３回 

◆ぶんきょう初孫講座  １回 

◆食育講座 ８回 

 家庭、保育園、幼稚園、学校との連

携を密にし、積極的な情報提供に努

め、食を通じた健康づくりを広く進め

ていけるよう、事業内容の充実を図

る。また、地域ぐるみの子育てを視野

に入れた事業展開を検討する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○    

 

1-1-12 育児相談 

事業概要 
 乳幼児とその親が交流できる場を設けるとともに、保健師、栄養士、歯科衛

生士が個別の相談に応じ、育児不安の軽減を図る。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○    
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1-1-13 シックハウス対策の普及啓発 

事業概要 

 室内環境に起因するアレルゲンの発生抑制やシックハウス症候群の未然の

発生防止に努め、区民の健康的な居住環境を確保することを目的として、パン

フレットやホームページ、講習会等を通じて広報活動を行い、区民に正しい知

識の普及を図る。 

 また、健康的な居住環境を確保するため、相談を受けるとともに、状況と希

望によって家庭の室内環境調査を実施し、助言・指導を行う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

１-２ 児童虐待防止対策の充実 
子どもの権利保障の一環として、虐待の予防、早期発見、被虐待児と家族の援助のため、

要保護児童対策地域協議会を中心に地域の虐待防止ネットワークを形成・活用するととも

に、支援を必要とする子どもや家庭に対する個別相談や継続的な支援を実施していきます。 

 

1-2-1 児童を対象とした相談窓口の運営 

事業概要 
子どもの権利を守るため、児童・生徒からの相談を受ける窓口を運営すると

ともに、児童・生徒には、相談窓口等の周知に努める。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

①子ども家庭支援センター、教育セン

ターで相談窓口を運営 

②区内小・中学校の新 1 年生に配付す

る、都区内の相談機関を紹介するパン

フレット等を作成 

◆パンフレット配布数 

 中学生用 3,800 部 

小学生用 2,700 部 

◆カード配布数 小学生用 2,700 部 

 

子どもの権利を守るため、児童・生

徒からの相談を受ける窓口を運営す

る。児童・生徒には、相談窓口を紹介

するパンフレット、カード等を配付

し、虐待やいじめ等の早期発見を図

る。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

   ○ ○ 
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1-2-2 児童虐待防止ネットワークの充実 

事業概要 

要保護児童対策地域協議会の運営により、虐待などによる要保護児童等につ

いて、適切な保護・支援に必要な関係機関相互の情報交換及び状況把握に努め、

連携を図る。また、児童虐待防止に関する啓発活動を行う。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

要保護児童対策地域協議会の代表

者会議・実務者会議・個別ケース会議

等を７８回開催し、関係機関の連携強

化と専門性の向上を図った。 

児童虐待防止マニュアル【一般用】改

定（10,000 部） 

地域において子どもと家庭に関す

る支援ネットワークを構築し、関係機

関と連携しながら、要保護児童対策地

域協議会を運営する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

1-2-3 乳幼児家庭支援保健事業 

事業概要 

 乳児家庭全戸訪問事業や乳幼児健診における虐待予防スクリーニングの実

施により、子育て困難家庭や虐待の危険性のある親子を早期に発見し、適切な

支援を行い、虐待を予防する。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 支援が必要な養育者や子どもの状

況に応じて、個別相談・集団指導を実

施した。なお、保健サービスセンター

本郷支所実施の子ども支援グループ

については、支援の継続性を図るため

月２回開催とした。また、必要時には、

関係機関とも連携して継続的な支援

につなげた。 

◆支援検討会 72 回 

◆個別相談 24 回 

◆親支援グループ 24 回 

◆子ども支援グループ 48 回 

◆講演会 ４回 

養育力の不足した家庭を早期に発

見し、支援が必要な養育者や子どもの

状況に応じた適切な対応を行うこと

により虐待の予防を図る。 

乳幼児健診時に子育てアンケート

を行い、支援検討会を開催する。要支

援者に対しては、支援計画に基づき、

心理専門職による個別相談、心理専門

職や保健師による継続的な支援を実

施する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   
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１-３ 障害児施策の充実 
子どもの発達について不安を感じている保護者の相談や障害児等への専門的な指導・訓

練など、支援の充実を図るとともに、保育園・育成室において個別指導計画に基づく保育

を実施します。 

また、障害のあるなしにかかわらず、誰もが地域で自然な交流が図れるよう、障害に対

する理解を促していきます。 

 

1-3-1 療育相談の充実 

事業概要 

教育センターでの総合相談事業において、関係機関との連携により、発達に

何らかの遅れ等のある子どもの保護者からの相談に応じ、助言、指導を行う。

また、必要に応じて専門訓練、グループ指導、療育の事業者の情報提供及び紹

介を行う。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

 平成 25 年度の新規相談件数は

180 件で、相談件数は増加傾向にあ

る。乳幼児発達支援連絡会、発達支援

巡回相談を通じて、他機関との連携強

化をさらに行い、適切な相談支援を行

った。 

 保健サービスセンター等の関係機

関とのさらなる連携強化及びネット

ワークの構築を図り、発達に何らかの

遅れ等のある子どもの早期相談、早期

療育につなげる体制の整備を進めて

いく。 

  

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 

 

1-3-2 児童発達支援センターの運営 

事業概要 

 児童福祉法に基づく児童発達支援センターを開設し、日常生活における基本

的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行うとともに、地

域の障害児支援に取り組む。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

  専門機能を活かした障害児やその

家族への支援を行うとともに、保育所

等訪問支援の実施に向けた検討を進

めるなど他施設への援助を行うこと

により、地域の中核的な療育支援施設

としての役割を担っていく。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 
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1-3-3 保育園障害児保育 

事業概要 
 区立保育園において、保育が必要な児童のうち、心身の発達に関し特別な配

慮が必要な児童に対し、個別指導計画に基づく集団保育を実施する。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 各区立園において、特別な配慮を要

する児童 29 人に対し、個別指導計画

に基づく集団保育を実施した。 

◆実施保育園数 18 園 

◆入園児童数 29 人 

 特別な配慮を要する児童に対して、

個別指導計画に基づく集団保育を実

施することにより、児童の発達を支援

する。また、区立保育園と児童発達支

援センターとの交流研修等により職

員の資質向上を図るとともに、児童発

達支援センターが実施する発達支援

巡回相談事業等を活用し、臨床心理士

や作業療法士等との連携により効果

的な支援を行う。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

実施保育園数 18 園 18 園 18 園 18 園 18 園 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   
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1-3-4 育成室の障害児保育 

事業概要 

保護者が仕事や病気等のため、放課後等の保育の必要な障害のある小学校 1

年から 3 年生の児童に対して、健全な育成と保護を図り、必要に応じて学年延

長を行う。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

全育成室 29 室のうち 26 室で入室

者があり、個別指導計画の作成を行っ

た。なお、３室については、要配慮児

の入室実績が無かった。 

◆障害児保育を行う育成室数 26 室 

◆個別指導計画を作成する育成室数 

26 室 

保護者が仕事や病気等のため保育

の必要な障害のある小学校１年から

３年生の児童に対して、健全な育成と

保護を図り、必要に応じて学年延長を

行う。障害児保育補助の非常勤職員を

配置し、保育環境を整えるとともに、

指導員のための研修を定期的に実施

し、保育の質の向上を図る。また、障

害児育成室巡回指導を実施し、策定し

た個別指導計画に基づき、保育の充実

を図る。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

障害児保育を行う育成室数 32 室 34 室 36 室 37 室 37 室 

個別指導計画を作成する育成室 32 室 34 室 36 室 37 室 37 室 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

   ○  

 

1-3-5 障害及び障害者・児に対する理解の促進 

事業概要 

 障害者・児が住み慣れた地域社会において、差別や偏見なく地域の一員とし

て育ち暮らし続けていけるよう、様々な機会を捉えて障害の特性や障害のある

人に対する理解を促していく。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

心のバリアフリーハンドブックの活用 

・区立小・中学校に対し教材として配

付 

・ふれあいの集いや講演会等での配布 

・CATV での周知 等 

講演会の開催 

・地域支援フォーラム（区内事業者等

が実行委員として参加）において、実

行委員主催と区主催で各１回ずつ開

催。 

 障害の特性や障害のある人につい

て、子どもから大人まで理解を深め

る。 

・講演会の実施 6 回（年 2 回） 

・パンフレット等の作成          

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 
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1-3-6 障害児相談支援 

事業概要 

児童福祉法に基づき、障害児通所支援の利用の前に障害児の心身の状況、環

境、その保護者の障害児通所支援利用に関する意向、その他事情を聞き取り、

個々の状況に応じた障害児支援利用計画等を作成し、通所支援事業者と連絡調

整を行う。さらに、定期的にモニタリングを行い、利用状況に応じて計画の見

直しを行う。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

通所支援利用の該当児のほぼ全員

の利用計画を作成した。今後も利用児

の増加は見込まれるが、障害児相談支

援事業者数が少ないことから、事業者

の新規指定が必要である。 

◆障害児相談支援事業者 3 箇所 

◆障害児支援利用計画作成数 172 件 

障害児通所支援事業の利用児を対

象に、障害児支援利用計画等を作成

し、ケアマネジメントによるきめ細か

い支援を行う。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

障害児相談支援事業者 4 箇所 5 箇所 6 箇所   

障害児支援利用計画作成数 288 件 328 件 356 件   

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 

 

1-3-7 児童発達支援 

事業概要 

児童福祉法に基づき、未就学の障害児を対象に心身の発達を促し、日常生活

における基本的な動作等の習得、社会生活・集団生活などへの適応能力の向上

を図るために個に応じた適切かつ効果的な指導及び訓練を行う。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

関係機関との連携強化、早期発見、

早期療育に伴って、児童発達支援利用

者数が増加した。また、個に応じた適

切な指導かつ専門的な訓練により、療

育効果がみられている。 

◆延利用者数 808 人 

◆延利用日数 5,158 日 

児童発達支援センター等において、

障害児に対する日常生活における基

本的な動作の指導、知識・技能の付与、

集団生活への適応訓練等を行う。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

延利用者数  1,424 人 1,567 人 1,724 人   

延利用日数 9,256 日 10,186 日 11,206 日   

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○  ※ 
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1-3-8 医療型児童発達支援 

事業概要 
児童福祉法に基づき、肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練や医療的管

理下での支援を要する児童に対し、児童発達支援及び治療を行う。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

 医療型児童発達支援の利用実績は

少数にとどまっており、近隣の事業所

が少ないことや母子通園を要件とし

ていること等が一因と想定される。 

◆延利用者数 12 名 

◆延利用日数 136 日 

 医療的な支援が必要な障害児に対

して、児童発達支援及び治療を行うこ

とで、障害児の心身の発達を促進す

る。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

延利用者数 24 人 24 人 24 人   

延利用日数 168 日 168 日 168 日   

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 

 

1-3-9 保育所等訪問支援 

事業概要 

保育所等に通う障害児について、その施設を訪問し集団生活への適応のため

の専門的な支援を行う。本事業は児童福祉法の改正による新たなサービスであ

り、平成27年度より開設する児童発達支援センターの機能として位置づける。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

 児童発達支援センターにおいて、平

成28年度中の事業の開始に向けて検

討を進めていく。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○  
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1-3-10 放課後等デイサービス 

事業概要 

就学している障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生

活能力向上のために必要な訓練等を行うことで、障害児の自立を促進するとと

もに、放課後等の居場所とする。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

区内の心身障害児通所訓練施設が

放課後等デイサービスに移行し、25

年 4 月より事業を開始した。放課後

等デイサービスは需要の高いサービ

スであり、引き続き、事業の充実につ

いての検討が必要である。 

◆実利用者数 38 人 

◆延利用日数 2,473 日 

平成 27 年度より文京総合福祉セン

ター内の施設をはじめとして、より利

用しやすい環境を整備する。事業所の

周知に努めるとともに、個に応じた適

切な支援を行っていく。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

実利用者数 110 人 138 人 148 人   

延利用日数 7,698 日 9,639 日 10,944 日   

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

   ○ ○ 

 

1-3-11 障害者・児歯科診療事業 

事業概要 
障害者・児等で口腔機能の支援を必要としている方を対象に、歯科治療や各

種相談等を行い、障害者・児等に歯科診療の機会を提供する。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

毎週土曜日の午後に保健サービス

センター内歯科室にて診療を行った。

なお、高次医療機関への紹介を１名、

地域のかかりつけ医の紹介を 10名行

った。 

◆利用者数 185 名 

◆実人数  44 名（内、新規 11 名） 

保健サービスセンター内歯科室に

て歯科治療を行う。また、各種相談、

歯磨き指導、食生活指導、必要な予防

措置、定期歯科健康診査等を行うとと

もに、高次医療機関や地域のかかりつ

け医へ繋げる。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

利用者数 240 人 240 人 240 人   

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 
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1-3-12 障害児スポーツ事業 

事業概要 

水泳教室等の障害児向けスポーツ事業を実施し、スポーツに触れる機会を提

供するとともに、スポーツの楽しさや魅力を伝える。また、スポーツ施設改修

時には、積極的にバリアフリー化を推進する等、利用者の誰もが安全快適に利

用できる施設環境に整備する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

   ○ ○ 
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（２）子どもの生きる力、豊かな心の育成 
子どもたちの生きる力、豊かな心の育成を図る上で、学校教育においては、知・徳・体

のバランスのとれた力を育むため、確かな学力の定着、豊かな人間性の育成や健康・体力

の増進に向けた取組が必要です。 

そのために、子どもの学びを保障する教育環境の整備、教員の資質向上などに取り組み

ます。さらに、青少年の健全育成に向けた取組を進めるとともに、家庭や地域との連携を

図った地域ぐるみでの子どもへの働きかけの推進に取り組みます。 

２-１ 青少年の健全育成 
青少年の健全育成を推進するため、青少年育成プラン等の趣旨に基づく事業の実施や放

課後等の子どもたちの安全かつ安心で魅力的な居場所の確保、さらに自主性・社会性を促

すための支援などを進めます。 

 

2-1-1 文京区青少年育成プラン等の推進 

事業概要 

「文京区青少年育成プラン」の育成ビジョン・推進目標・推進項目及び「青

少年健全育成のあり方に関する報告書」に基づき、青少年問題協議会において

施策を検討・実施する。また、青少年健全育成会（平成 26 年度までの名称：

青少年対策地区委員会）においては、各地区の行動計画に基づき事業を実施す

る。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

「文京区青少年育成プラン」の重点

行動である「あいさつ・声がけ・きっ

かけ作り」の趣旨を広く周知するた

め、標語を活用した児童向けのクリア

ファイルを作成・配布した。また、Ｉ

Ｔメディアの安全・適切な活用を呼び

かける情報提供冊子を作成・配布し

た。 さらに、青少年問題協議会にお

いて、青少年関係団体及び区の今後の

活動の方向性を示した「青少年健全育

成のあり方に関する報告書」を作成し

た。 

「文京区青少年育成プラン」の育成

ビジョン・推進目標・推進項目及び「青

少年健全育成のあり方に関する報告

書」に基づいて、青少年問題協議会に

おいて施策を検討・実施し、より一層

の青少年健全育成の推進を図る。 

 また、青少年健全育成会において

は、青少年健全育成を目的とした各地

区の行動計画に基づく事業を実施し

ていく。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○ ○ ○ 
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2-1-2 放課後全児童向け事業 

事業概要 

 区立小学校の放課後や休業日に校庭等（各学校で設定）を開放し、区の支援

及び調整等のもと、保護者及び地域の大人をはじめとする事業体制を整え、子

どもが安心して活動（遊びや学び）できる、小学生を対象とした放課後の居場

所を提供する。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 林町小学校、駕籠町小学校、明化小

学校において事業を実施した。平成

25 年度は実施日数 496 日、延参加

児童数 20,850 人となっている。 

 放課後子ども教室、こどもひろば等

を含め再編整備するとともに、学校施

設等を有効活用した新たな「小学生を

対象とした放課後の居場所づくり」を

検討・実施する。 

◆事業実施校 20 校 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

   ○  

 

2-1-3 児童館の整備及び運営 

事業概要 
 児童の健全育成を図るとともに、児童館の耐震化補強を進め、あわせて内装

改修及び設備整備を行い、環境を整備する。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 指導員及び非常勤職員を対象にし

た研修を行い、保育の質の確保に努め

た。 目白台児童館耐震補強工事（25

年 7 月施工）にあわせ、内装工事及び

設備整備を行った。  

◆登録者数 全 16 館 30,619 人 

◆耐震改修工事実施 １館 

 職員研修の内容の充実を図り、特色

ある児童館事業運営に努めるととも

に、小学生の放課後の居場所の充実を

図る。なお、放課後全児童向け事業の

再編整備に伴い、今後の児童館のあり

方を検討する。 

 また、耐震補強工事に合わせ、内装

改修及び設備整備を行う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 
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2-1-4 中高生の居場所の確保（b-lab（文京区青少年プラザ）等） 

事業概要 

平成 27 年 4 月開設の区内初の中高生向け施設「b-lab（文京区青少年プラ

ザ）」において、すべての中高生にとって魅力的な居場所を提供するほか、文

化・スポーツ等の各種講座を実施し、利用者の自主性・社会性を促す。 

また、児童館においては、従来実施していた事業等を b-lab と連携して実

施し、中高生の居場所確保に努める。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

開館前の取組みとして、施設を周知

するための広報誌を作成した。各区立

中学校全生徒に対しては職員が学校

に訪問して、広報誌の内容を直接説明

した。 

また、各児童館において幅広い年代

に向けた催し物を実施した。 

 より多くの中高生に継続して利用

してもらうため、魅力的な居場所づく

りとなるよう、利用者による運営への

参画、各種講座の実施等により、一層

の充実を図る。また、広報誌の発行や

ホームページ等の情報発信により、広

く中高生に対して継続した周知を図

る。 

児童館においては、従来実施してい

た事業等を b-lab と連携して実施し、

中高生の居場所確保に努める。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

利用者数 

（※b-lab） 

14,360

人 

16,658

人 

17,324

人 

18,017

人 

18,738

人 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

    ○ 
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2-1-5 ひきこもり等の自立支援 

事業概要 

 半年以上、就学・就労等の社会参加ができず、家族以外の人間関係がない状

態（ひきこもり状態）にある若者の自立を図るため、本人やその家族の状況に

合わせた新たな支援体制を構築するとともに、相談事業や社会参加への意欲を

向上させるための段階的なプログラムを実施する。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

  ひきこもり状態にある若者やその

家族を支援するため、相談事業や居場

所事業の充実を図るとともに、社会経

験を積むための段階的プログラム、事

業の協力ボランティア団体の増加に

努める。 

また、家族向けの講演会や個別相談

会、茶話会を継続的に実施し、社会参

加につなげる支援を行う。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

講演会及び個別相談会 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

茶話会 6 回 6 回 6 回 6 回 6 回 

ステップＵＰプログラム協力団体数  ６団体 ８団体 10 団体 12 団体 14 団体 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

    ○ 
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2-1-6 ボランティア・市民活動への支援 

事業概要 

ボランティア・市民活動センターを運営する社会福祉協議会にて、地域の担

い手の育成、福祉教育の充実、ボランティア情報の収集・提供の強化・向上、

コーディネート機能の強化等を図る。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

 災害ボランティアセンター養成講

座は、実際の立ち上げを視野に、実践

に近い内容で実施した。 

 センター登録団体の総数は変わら

ないが、新規立ち上げ団体もあり活発

化している。 

◆ボランティア市民活動・まつり参加

団体数 75 団体 

◆センター利用登録団体数  79 団体 

 ボランティア養成講座や研修等を

実施し、地域の担い手を育成するとと

もに、福祉教育の充実、ボランティ

ア・市民活動情報の収集・提供の強

化・向上、コーディネート機能の強化

等を図り、地域福祉活動の多様化、活

性化を図る。 

また、地域活動や交流会等を通じて

活動団体間の交流を促進し、ネットワ

ーク化を推進するとともに、活動助成

等の支援を充実し、ボランティア・市

民活動の輪を広げる。【社会福祉協議

会実施事業】 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30年度 31年度 

ボランティア・市民活

動まつり参加団体数 
80 団体 82 団体 84 団体   

利用登録団体数 85 団体 108 団体 116 団体   

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

2-1-7 保育園体験学習 

事業概要 

 中学・高校生の職業体験等の受入れを積極的に行い、職業体験と併せて乳幼

児と接する機会を提供することで、年少者を思いやる気持ちを醸成する。中学

校、高等学校からの依頼に基づき、積極的に区立保育園 17 園で生徒を受入れ、

職業体験の機会を提供する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○  ○ 
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２-２ 子どもの生きる力の育成に向けた教育環境等の整備 
各学校の特色に合わせた少人数指導などの指導方法の工夫や教育相談の充実により、子

どもたちの安心した学びを保障し、生きる力を育みます。また学校施設や教育情報環境を

整備し、より良い教育環境づくりを進めます。さらに、地域全体で学校教育を支える体制

づくりを進めることで、教師と子どもが向き合う時間を増やし、地域の教育力の向上を図

ります。 

 

2-2-1 確かな学力育成事業 

事業概要 

全小・中学校に非常勤講師を配置し、少人数指導やティーム・ティーチング

を実施することにより指導方法を工夫・改善するとともに、対応が困難な学級、

授業等に教育課題対応の講師を配置し、複数担任制等を実施するなど学級運営

支援を行う。 

小学校においては、校長の経営方針や重点課題等に対応した指導方法の工

夫・改善を行う。中学校においては、東京都の教員加配による少人数指導を補

充・強化するとともに、その他教科でティーム・ティーチングを導入し、充実

を図る。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

   ○ ○ 

 

2-2-2 いのちの教育の推進 

事業概要 

「いのちと人権を考える月間」（５月、１２月）の実施を通して、自尊感情

や自己肯定感を高めるとともに、自他の生命を尊重する心、人権を大切にする

心や態度を育てる。また、学識経験者、医師、看護師等による「いのちと心の

授業」（乳幼児とのふれあいを含む）を実施する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○ ○ ○ 

 

2-2-3 生きる力実現・学校力パワーアップ事業 

事業概要 

新学習指導要領、文京区教育振興基本計画の目指す知・徳・体の調和の取れ

た「生きる力」の実現に向けて、各学校・園が学校評価を基に、幼児・児童・

生徒、保護者、地域の期待に応えるために、特色ある教育活動を展開する。 

学識経験者・専門家・地域人材資源活用、大学等連携による補充学習、教育

活動レベルアップ推進等を通して、各学校・園ならではの魅力と活力あふれる

教育活動を推進する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○ ○ ○ 
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２-2-4 部活動への支援 

事業概要 

区立中学校においては、スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の

向上や責任感、連帯感の涵養等に資するため、部活動指導を推進している。各

中学校の学校規模や教員の専門性等の状況に応じ、顧問教員を補助する部活動

指導員を配置し、技術的指導や専門的指導を行うことにより、部活動全体の充

実を図る。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

    ○ 

 

2-2-5 学校運営連絡協議会・コミュニティスクール 

事業概要 

全幼稚園、小・中学校に「学校運営連絡協議会」を設置し、学校運営や教育

活動に地域の意見を反映することによって、学校・家庭・地域が一体となった

開かれた学校づくりを推進する。 

また、コミュニティ・スクールにおいては、「学校運営協議会」が学校運営

の基本方針を承認し、教育活動等に意見を述べるなど、地域住民等による学校

運営参画を一層推進する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○ ○ ○ 
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2-2-6 総合相談事業の充実 

事業概要 

いじめ、不登校、非行、発達障害、集団不適応等の幼児・児童・生徒の問題

行動及び教育・生活上の悩みに対する予防・発見・解消に向けて、教育センタ

ーと各園・学校とが連携し、効率的・効果的な支援を行う。 

さらに、教育センターにおいて教育相談室と療育相談（1-3-1 参照）の窓口

一元化及び幼稚園・保育園の巡回相談の移管を行い、乳幼児期から学齢期への

切れ目のない相談支援を行う。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

◆教育相談室相談延べ回数 5,594 回 

◆スクールカウンセラー相談延べ回数 

 19,899 回 

◆適応指導教室 通級人数  17 名 

◆スクールソーシャルワーカー面接延べ回数  

 2,456 回 

◆巡回相談員延べ回数     120 回 

◆育成室巡回相談延べ件数  149 件 

◆家庭と子どもの支援員派遣時間 

2,758 時間 

新たな教育センター開設により、学

校支援の拠点として各園・学校への連

携・支援体制の強化を進めるとともに

相談体制の充実を図る。 

１ 総合相談事業の強化 

 （教育相談室、スクールカウンセラ

ーの配置及び派遣、適応指導教室、

スクールソーシャルワーカーの配

置、巡回相談員派遣、育成室巡回

相談、学校と家庭の連携推進事業） 

２ 教育相談と療育相談の一元化によ

る支援の強化 

   乳幼児から 18 歳までのライフ

ステージに応じた切れ目のない

相談・支援の充実を図る。 

対象ライ

フ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 
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2-2-7 学校施設の整備 

事業概要 学校施設の改築事業や大規模改修事業を行う。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 第六中学校１期工事が終了すると

ともに、柳町幼稚園の園庭改修及び礫

川小学校の給食室整備を実施した。 

 教育活動の充実を図るため、学校施

設の改築事業をはじめ、校庭改修事

業、給食室整備事業及び学校施設の快

適性向上事業等、各種大規模改修事業

を計画的に行っていく。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

改築事業 2 校 2 校 2 校 2 校 2 校 

校庭改修事業 2 校 1 校 1 校 1 校 1 校 

給食室整備事業 1 校 1 校 1 校 1 校 1 校 

外壁・サッシ改修事業 2 校 2 校 1 校 1 校 1 校 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○ ○ ○ 

 

2-2-8 教育情報環境整備 

事業概要 

 小・中学校のコンピュータ教室へのパソコン整備や、普通教室への電子黒板

整備等により、高度情報化社会に対応した教育環境を整備し、教育関係機関の

情報伝達の円滑化・共有化を図るとともに、児童・生徒の学習環境の情報化を

図る。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

   ○ ○ 

 

2-2-9 学校支援地域本部事業 

事業概要 

 地域全体で学校教育を支援する体制づくりを推進することにより、教員の子

どもと向き合う時間の増加、住民等の学習成果の活用機会の拡充、及び地域の

教育力の向上を図る。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

   ○ ○ 
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2-2-10 私立幼稚園運営事業補助 

事業概要 
 区内私立幼稚園が幼児教育の振興・充実を図るために行う預かり保育、未就

園児向け施設開放、育児相談等の事業に対し、補助を行う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○   

 

 

２-３ 家庭や地域の教育力の向上 
家族のふれあいを深めるための啓発や、子ども向けの楽しみながら学べる各種講座、ス

ポーツやレクリエーション事業、ブックスタート事業などを通じて、家庭や地域の教育力

の向上を図ります。また、２０２０年開催の東京オリンピック・パラリンピックに関連し

た事業にも取り組んでいきます。 

 

2-3-1 家族のふれあいの促進 

事業概要 

最も基本的な人間形成の場である家庭の意義を見直し、家族のふれあいやき

ずなを深めるため、毎月第２日曜日を文京区「家庭の日」と定め、啓発品の配

布や、区ホームページによる啓発を行う。また、青少年健全育成会（平成 26

年度までの名称：青少年対策地区委員会）が実施する「家庭の日」啓発事業に

対する補助を行う。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

青少年健全育成会が実施する、「家

庭の日」啓発事業に対し補助を行うと

ともに、九地区合同行事「文の京こど

もまつり」を実施し、家族のふれあい

の促進を図った。 

 また、家族のふれあいやきずなを深

める目的として、「野菜の種入り絵袋」

を区立小学校全児童に配布した。さら

に、「文の京こどもまつり」では当日

先着 800 名に植物栽培キットを配布

し、「家庭の日」の周知を図った。 

最も基本的な人間形成の場である

家庭の意義を見直し、家族のふれあい

やきずなを深めるため、毎月第２日曜

日を文京区「家庭の日」と定め、啓発

品の配布や、区ホームページによる啓

発を行う。 

また、青少年健全育成会が実施する

「家庭の日」啓発事業に対する補助を

行う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○ ○ ○ 
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2-3-2 ブックスタート事業 

事業概要 

 保健サービスセンター及び保健サービスセンター本郷支所でそれぞれ毎月

２回行われている生後４か月児健康診査の際に、ブックスタート事業を実施す

る。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 保健サービスセンターの生後４か

月健診の実施方法を変更（保健サービ

スセンター：毎月 3 回、保健サービス

センター本郷支所：毎月 2 回）したこ

とに伴い、ブックスタート事業につい

ても、来診者全員に説明及び案内等を

実施する方法に改善することで、実施

人数が増加した。 

◆実施人数 1,857 人 

 保健サービスセンターで行ってい

る生後４か月健診時に、図書館職員が

ブックスタートパックを配布し、絵本

の読み聞かせ方の説明と、図書館の案

内を行う。絵本を介して親子のふれあ

いを深め、親子の健全なかかわりを育

む子育て支援の一助とする。また、指

定管理者と連携して、乳幼児期からの

読書環境や読書活動の一層の充実を

図るとともに、成長に伴った読書活動

を推進していく。 

 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○    

 

2-3-3 消費生活出前講座（子ども向け） 

事業概要 

夏休み期間に受入れ可能な区内児童館や育成室において、消費生活出前講座

を実施する。家庭での実践が家族に波及する効果も期待し、先入観なく理解し、

行動できる時期に、楽しみながら学べる消費者啓発の講座を行う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

   ○  

 

2-3-4 子ども向け消費生活研修会 

事業概要 

物の見方や考え方等基礎的な知識を養う時期である小学生を対象に、夏休み

を利用して２回、食生活や環境問題等消費生活の基本的姿勢を学び、楽しみな

がら知識を習得する機会を提供する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

   ○  
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2-3-5 子ども向け文化・学習事業の充実 

事業概要 

子ども向けのコンサートや各種教室など文化・学習事業を実施し、多年齢の

子どもや異世代の地域の人たちとふれあう機会を提供する。 

（公益財団法人文京アカデミー） 

夏休み期間中、小・中学生向けに自由参加型クイズを実施し、広く文京ふる

さと歴史館に親しみ、文京区の歴史や文化への興味や関心を高める機会を提供

する。 

（文京ふるさと歴史館） 

親子文学プログラムや児童を対象とした文の京ワークショップなど、鷗外や

文学・工作等について楽しく親しみながら学べる事業を年６回程度実施する。

（現事業は指定管理者の提案事業であるため、指定期間が終わる２９年度以降

は、内容変更の可能性あり） 

（森鷗外記念館）   

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 

 

2-3-6 親子スポーツ教室 

事業概要 
親子のふれあいを通し、子どもたちの心身の健全な育成と生涯スポーツの普

及・振興を図ることを目的とした初心者スポーツ教室を実施する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

   ○ ○ 

 

2-3-7 小中学生スポーツ教室 

事業概要 
小中学生の心身の健全な育成と、ジュニアスポーツの普及・振興を図ること

を目的とした初心者スポーツ教室を実施する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

   ○ ○ 
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2-3-8 文京ジュニア・アスリート・アカデミー 

事業概要 

小学 4～6 年生を対象に、2 年 1 期の期間で、スポーツ科学等に関わる専門

家による指導を行う。１年目はすべてのスポーツの基礎となる「走・投・跳」

の基礎トレーニングを行ない、2 年目には様々な競技スポーツを体験させ、競

技種目に対応したトレーニングを学ぶほか、保護者も含めメンタルトレーニン

グや食育等に関わる知識も身に着ける事業を実施する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

   ○  

 

2-3-9 家庭教育支援の推進 

事業概要 

 家庭における教育力の向上のため、子どもの実態、家庭の現状に即したテー

マ、講師・内容の講座等を開設することにより、家庭や地域の教育力のさらな

る向上を図る。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○ ○ ○ 

 

2-3-10 ＰＴＡ活動との連携強化、活動支援 

事業概要 

 保護者の学習の場として、また、親同士及び親と教員とのつながりを作る場

として、ＰＴＡ活動を支援することにより、ＰＴＡ相互の連携を強化し、家庭

の教育力を向上させる。 

 ＰＴＡを対象とした各種講演会・研修会、家庭教育講座等の企画内容の充実

を図るとともに、ＰＴＡ連合会合同行事への支援を行う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○ ○ ○ 

 

2-3-11 講座等での保育室設置 

事業概要 
幼児を持つ親が文京アカデミア講座や講演会などの学習活動に参加できる

よう、講座等の開催時に保育室を設置する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○   
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２-４ 特別支援教育の充実 
区立小・中学校において、特別支援教育担当指導員、バリアフリーパートナーを活用し、

発達障害を含む障害のあるすべての児童・生徒の学習支援や一層の自立を目指します。ま

た、交流及び共同学習支援員を配置し、通常の学級の児童・生徒と特別支援学級の児童・

生徒が共に学ぶ「交流及び共同学習」を推進します。併せて、幼稚園特別保育や就学相談

体制の充実を図ることにより、幼・小・中の発達の段階に応じた支援を進めていきます。 

 

2-4-1 幼稚園特別保育 

事業概要 

 区立幼稚園において、特別な支援が必要な幼児が集団の中で生活することを

通して、幼稚園教育の機能や特性を活かしながら、その幼児の発達を促進して

いく。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

 区立幼稚園における特別保育のた

めの非常勤講師及び臨時職員を配置

した。 

 支援の充実を図るため、特別保育等

の認定を行い、個に応じた支援を図る

とともに、個別指導計画を作成した。 

 特別支援教育連携協議会の専門家

チームの巡回を受け、幼稚園教諭等へ

の指導助言を活用した。 

 就学支援シートの周知及び活用推

進を行った。 

◆個別指導計画作成者数  

継続 25 人 新規 31 人 

 特別な支援が必要な園児の入園後

の支援体制をより充実させることに

より、就園後の園児の発達を促すとと

もに、その支援が小学校就学へとつな

がるシステムを整備する。 

 具体的には、特別支援連携協議会の

専門家チーム活用による幼稚園教諭

等への指導助言、就学支援シートの周

知及び活用推進、特別保育を補助する

非常勤職員及び臨時職員の配置等を

行う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○   
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2-4-2 就学前相談体制の充実 

事業概要 

 専門の委員からなる特別支援教育相談委員会を設置し、就学において特別な

支援を必要とする児童・生徒が、可能な限り保護者の意見を尊重したうえで、

個々のニーズに応じて適切な支援を受けられるようにする。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

 特別な支援を必要とする児童・生

徒の就学について保護者からの相談

を受け、支援の専門家等から構成さ

れた就学相談委員会での審議や学級

見学会、就学説明会等を行うことに

より保護者、児童・生徒が安心して

就学できるよう相談体制の充実を図

った。 

◆就学相談：小学校就学 60 件 

中学校就学 22 件 

 特別支援教育相談委員会の円滑な運

営のもと、個々のニーズに応じた適切な

支援を行う。小・中学校との連携を強化

して相談体制の整備に取り組み、学校見

学会への同行や、卒園児の保護者を交え

ての就学説明会等のさらなる充実を図

る。 

 特別支援連携協議会（専門家チーム）

との連携により、就学前からの相談体制

及び就学後への継続相談支援の体制充

実を図る。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○ ○ ○ 

 

2-4-3 バリアフリーパートナー事業 

事業概要 

 特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒が個々のニーズに応じた教育を受

けることができるようにするため、障害児への支援に理解のある大学生や地域

人材等の協力を得て児童・生徒へのサポートを行う。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

バリアフリーパートナーが特別な支

援を必要とする児童・生徒の理解を深

められるよう NPO と連携し、筑波大

学附属大塚特別支援学校の支援の専

門家等を講師に研修を行った。また、

NPO のコーディネーターが学校との

調整を行い、実際の現場でバリアフリ

ーパートナーの活動を援助すること

により、支援の充実を図っている。 

◆サポート実施数 幼稚園：10 園、

小学校：15 校、中学校：１校 

 幼児・児童・生徒のニーズに応じた

教育を受けることができるようにす

るため、引き続き大学やＮＰＯ法人と

連携し、バリアフリーパートナーの人

材確保や、資質の向上を図るための研

修等を実施する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○ ○ ○ 
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2-4-4 特別支援教育の充実 

事業概要 

 文京区教育振興基本計画を踏まえ、区立小学校及び中学校に特別支援教育担

当指導員・交流及び共同学習支援員やバリアフリーパートナーを配置し、特別

な支援を必要とする児童・生徒の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な

支援を行うことにより、特別支援教育のさらなる充実を図る。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

 特別支援教育支援員を全校に配置

し、通常の学級に在籍する支援を要す

る児童・生徒の支援を行った。 

◆特別支援教育支援員の配置小学校 

20 校 

◆特別支援教育支援員の配置中学校 

10 校 

◆支援員数（小学校） 20 人 

◆支援員数（中学校） 10 人 

 特別支援教育に係る研修により教

員の指導力向上を図るとともに、特別

支援教育担当指導員等の人材配置と

その有効な活用に向けた学校への指

導・助言、校内における組織的・継続

的な支援体制の整備等を進める。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

   ○ ○ 
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（３）地域における子育て支援 
都市化の進展や核家族化の定着、さらには、就業形態の多様化などといった複雑な要因

により、子育てに心理的な不安や負担を感じている保護者が少なくありません。地域で安

心して子育てができるよう、子育てについて豊かな知識・経験を有する地域の人たちの協

力を得ることや、ＮＰＯ、大学などと連携して子育てを支援していくことが重要です。 

今後とも、こうした地域における子育て支援が促進されるよう、場の提供やきっかけづ

くりなどに取り組んでいきます。 

３－１ 地域との協働・活動支援 
地域の中でお互い助け合いながら子育てができるよう、様々な団体等との協力、連携を

進めます。引き続き、社会福祉協議会の取り組むファミリー・サポート・センター事業を

推進するとともに、医師会・歯科医師会・大学等とも連携した子育て支援を行っていきま

す。 

 

3-1-1 民生委員・児童委員、主任児童委員による相談援助活動 

事業概要 

地域と行政機関のパイプ役である民生委員・児童委員協議会への支援や連携

を通じて、地域社会の中で生活上の様々な問題を抱えている方への相談及び援

助活動を行う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

3-1-2 文京区子育てサポーター認定制度 

事業概要 

区の子育て支援事業等でも活用できる、横断的な認定制度と研修プログラム

を区内関係機関と協働で開発し、新たに「文京区子育てサポーター認定制度」

を導入する。 

さらに、地域の人材による子育て支援に関する連絡会「地域の子育てサポー

ト連絡会」を開催し、ネットワークの形成を図る。【社会福祉協議会実施事業】 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 区内関係機関と協働で「文京区子育てサポー

ター認定制度」を立ち上げ、区の子育て関連事

業の新たな担い手の発掘と養成を行い、「ファ

ミリー・サポート・センター事業（事業番号

3-1-3）」のサービス範囲を拡充した「ハッピ

ーシッター事業」の実施へ繋いでいく。 

また、子育て中の世帯同士等が、活動内容や

時間を限定した預かり合いを行う仕組みを構

築し、地域における子育て支援を推進してい

く。 

対象ライフ 

ステージ 
妊娠期 

就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 
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 ○ ○ ○  

 

3-1-3 ファミリー・サポート・センター事業 

事業概要 
 子育ての援助を受けたい区民と援助を行いたい区民が会員となり、地域の中

で互いに助け合いながら子育てする相互援助活動を行う。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 地域における子育ての相互援助活動

として、子どもの一時預かり、送迎等

を行った。また、子どもの習い事の援

助活動など、多様化する子育て世帯の

ニーズに対応することで、子育てと就

労の両立を支援した。 

◆活動件数 6,261 人 

◆会員数 2,282 人 

 （内訳）依頼会員数 2,020 人 

     提供会員数  243 人 

     両方会員数   19 人 

 援助を行う会員宅での預かりに加

え、利用会員宅での預かりを行うとと

もに、早朝・深夜や緊急時、病後児な

どの多様な子育てニーズに対応する

ため、「ハッピーシッター事業」とし

て、新たなシッターサービスを実施す

る。 

 また、社会福祉協議会にて新たに実

施する「文京区子育てサポーター認定

制度（事業番号３-１-２）」により育

成された人材を確保することで、提供

会員数の増加を図る。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

活動件数 6,400 件 6,500 件 6,600 件 6,700 件 6,800 件 

会員数 2,350 人 2,400 人 2,450 人 2,500 人 2,550 人 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○  
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3-1-4 小地域福祉活動の推進 

事業概要 

 地域福祉コーディネーターを配置して、町会・自治会単位の小地域で起きて

いる課題を掘り起こし、その解決に向けた取り組みを地域の人とともに考え関

係機関等と連携をすることで「個別支援」や「地域の生活支援のしくみづくり」

を行い、地域の支え合い力を高める。 

また、地域で解決できない問題や、既存の制度・サービスがない課題を解決

するしくみづくりを行う。【社会福祉協議会実施事業】 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

 地域で課題を抱える高齢者を地域

住民や関係機関等が連携して支援を

行い、個々の生活課題を地域の課題と

して捉え、地域の福祉勉強会へと発展

した。 

 また、自治会が住民懇談会を毎月開

催し、関係が希薄であった住民の課題

を共有することで、日常的な見守り活

動に発展した。 

 これらの活動の推進により、地域が

活性化され、町会連合会が主催で地域

の空き家を活用したコミュニティサ

ロンの立ち上げにもつながった。 

 住民主体の小地域福祉活動を区内

全域で推進するため、順次、各圏域に

「地域福祉コーディネーター」を配置

する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 
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3-1-5 ふれあいいきいきサロン事業 

事業概要 

外出の機会が少なくなりがちな高齢者、障害者、子育て世代等が、食事会、

健康体操、おしゃべり等を楽しむ場を通して、地域での交流を深めることによ

り、孤立化を予防し、地域の中で支え合い、だれもが安心して楽しく暮らせる

よう、住民主体のサロンづくりを支援する。【社会福祉協議会実施事業】 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

 ふれあいいきいきサロンについて

は、小地域福祉活動事業の居場所づく

り支援と連携し、積極的な開設支援を

行うことで、目標を超える実績をあげ

た。 

◆ふれあいいきいきサロン数 計 90 か所 

 高齢者を対象としたサロン 55 か所 

どなたでも利用できるサロン 18 か所 

障害者・児を対象としたサロン 5 か所  

 子ども・子育てサロン 12 か所 

 広報紙等による PR や行政機関、高

齢者あんしん相談センター、民生委員

等への周知によりサロンの設立・実施

を呼びかける。これにより、より身近

なところでサロンに参加できる環境づ

くりを行う。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

サロン数 91 か所 92 か所 95 か所 98 か所 100か所 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○   

 

3-1-6 医療機関等による子育て関連事業への協力 

事業概要 
医療機関、医師会等が行う子育て支援に関わる事業について、事業の周知など

の活動支援を行う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

3-1-7 大学の子育て関連事業への協力 

事業概要 
 保育士等を養成する大学から学生を実習生として保育園等で受け入れるな

ど、子育て分野における大学との協力を促進する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   
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３－２ 仲間作りの支援・場の提供 
地域の中で孤立することなく、安心して子育てができるよう、身近な場所での相談や情

報提供を行うとともに、仲間づくりのきっかけとなる場の提供やアドバイスなどの支援を

行います。 

 

3-2-1 子育てステーション 

事業概要 

 区立保育園の子育てのノウハウを地域に還元するため、親子で保育プログラ

ムを体験する機会を提供するとともに子育てに関する相談や情報提供を行う、

地域子育てステーション事業を月１回、午前中 1 時間程度実施する。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 24 年度を上回る参加があったが、

まだ園によってばらつきがあるため、

各園が情報を共有し、より良いプログ

ラムを計画できるようにしていく。 

◆参加者人数 2,890 人 

 子育ての仲間づくりを行うととも

に、子育ての悩みや不安を軽減するた

め、より多くの親子が参加できるよう

周知方法を工夫するとともに内容の

充実を図る。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

参加人数 4,590 人 5,400 人 5,400 人 5,400 人 5,400 人 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○   

 

3-2-2 乳幼児プログラム 

事業概要 

 児童館において、午前中に地域の乳幼児とその保護者を対象に、親子同士の

交流・親睦を目的としたプログラムや、子育て交流講座など、親の子育てを支

援する事業を行う。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 全児童館において、0～2 歳児を対

象に、乳幼児プログラム（手遊び、音

楽、歌、体操など）を実施し、子育て

に関する親への支援を行った。 

◆実施回数 1,797 人 

◆延利用人数 34,733 人 

 児童館で実施する、利用者のニーズ

にあわせた乳幼児プログラムのさら

なる充実（父親の参加しやすいプログ

ラムの実施等）や、子育て相談事業な

ど、親の子育てを支援する事業の充実

を図る。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○    
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3-2-3 幼児クラブ 

事業概要 
２歳児からを対象に、児童館において木曜日の午前中にプログラムを実施す

る。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 全児童館で体操、手遊び、読み聞か

せ等のプログラムを実施し、子育て支

援サービスの提供を行った。  

◆登録児童数 628 人 

◆延指導児童数 20,997 人 

 ２歳児からを対象に、全 16 児童館

において木曜日の午前中にプログラ

ムを実施する。子育て支援サービスを

提供するため、利用者のニーズにあわ

せた幼児クラブ活動プログラムの内

容の充実を図る。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   

 

3-2-4 子育てグループ等支援 

事業概要 
 育児に関する自主活動に対して、活動場所や情報の提供を行う。自主グルー

プの育成を図り、活動に対する支援を充実する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○    

 

3-2-5 幼稚園施設開放 

事業概要 

 区立幼稚園において、園児及び未就学児に園庭等の施設を遊び場として開放

し、地域の乳幼児が親子で遊びながら安心して遊べる場、子ども同士で関わり

がもてる場、保護者の交流を図る場としての役割を果たす。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   
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３－３ 健全育成活動への支援 
子どものための健全育成活動には、青少年健全育成会（平成 26 年度までの名称：青少

年対策地区委員会）をはじめとする様々な団体が取り組んでいます。こうした活動を支援

し、子どもたちの健全育成を推進します。 

 

3-3-1 青少年健全育成会への支援・連携 

事業概要 

 地域の特性や社会情勢、地域住民のニーズに即した青少年健全育成施策を推進

するため、青少年健全育成会（平成 26 年度までの名称：青少年対策地区委員会）

への活動支援を行う。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 青少年健全育成会（九地区）が行う青

少年健全育成事業に対し、補助を行った。

また、時代に合った活動を検討すること

を目的とした「今後の地区対活動のあり

方検討会議」や、九地区合同行事、機関

紙の発行を支援するとともに、地区連絡

会、研修会等を開催し、青少年健全育成

会活動の充実と地域の特性を活かした青

少年健全育成の推進を図った。 

◆会長会 3 回 

◆地区連絡会 3 回 

◆研修会 1 回開催 

 青少年健全育成会（九地区）が「青

少年健全育成会活動方針」及び「地区

対活動のあり方検討会議最終報告」に

基づき実施する「青少年の社会体験・

地域参画事業」等の青少年健全育成事

業に対し補助を行う。あわせて、合同

行事への支援を行うほか、地区連絡

会、委員研修会等を実施する。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

青少年健全育成会

事業の参加者数 
9,853 人 10,394 人 10,972 人 11,487 人 12,051 人 

対象ライ

フ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○ ○ ○ 
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3-3-2 青少年の社会参加と青年育成事業の推進 

事業概要 

 青少年が社会性を身につけるとともに、地域社会で活動するための知識等を

得る機会をより多く提供するため、ＮＰＯ等が実施する社会参加推進事業及び

青年育成事業に補助を行う。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

青少年の社会参加については、青少年

が主体的に社会と関われる機会と場の提

供が図れるよう、6 事業に対し、その経

費の一部を補助した。また、青年育成事

業については、地域社会において自主的

な活動を行う青年を育成する3事業に対

し、その経費の一部を補助した。 

青少年が社会性を身につけるとと

もに、地域社会で活動するための知

識等を得る機会をより多く提供する

ため、ＮＰＯ等が実施する社会参加

推進事業及び青年育成事業に補助を

行う。また、補助事業の選考方法に

ついては、参加を促進するためＮＰ

Ｏ等の特性を活かした事業を実施団

体に求めていく。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

参加者数 2,469 人 2,727人 3,003人 3,270人 3,559人 

対象ライ

フ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○ ○ ○ 
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（４）すべての子育て家庭への支援 
仕事と出産・子育ての二者択一ではなく、希望すれば仕事を続けながら子育てができる

よう保育環境を整えていくことが大切です。また、地域で孤立することなく子育てができ

るように身近なところで、気軽に相談できることも重要となります。 

すべての家庭が安心して子育てができるよう、保育環境の充実を図るとともに、ニーズ

に応じた的確な支援を行います。また、子育てに伴う心理的な負担や経済的な負担を軽減

するための取り組みを進めます。 

４－１ 保育の充実 
平成２７年４月施行の子ども・子育て支援新制度を踏まえ、また、子育てと仕事との両

立を支援するため、保育所や認定こども園、育成室等の整備を図るほか、一時的な保育需

要に対応するための一時保育や病児・病後児保育事業を推進していきます。 

さらに、保育士や育成室指導員などに対する研修等を通じ、保育の質の向上を図ります。 

 

4-1-1 安心・安全なシッターサービスの提供 

事業概要 

 満2歳未満の乳幼児がいる家庭や小学生までの児童がいるひとり親家庭を対

象に、子育て訪問支援券を交付し、区が委託した民間のシッター事業者を利用

した際の利用料を軽減することで、安心して子育てができるよう支援する。 

※本事業は、子育て支援ホームヘルパー派遣事業及びひとり親家庭緊急一時ホ

ームヘルパー派遣事業を統合し、再編したものである。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

【子育て支援ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業の実績】 

生後から満1歳未満までの児童の

保護者が、病気や通院、育児疲れに

よるリフレッシュを図るためにベビ

ーシッターを派遣し、保護者の精神

的・肉体的負担の軽減を図った。 ま

た、26 年 1 月より電子申請による

受付を開始し、手続きの利便性の向

上を図った。  

◆延べ利用件数 1,050 件 

保護者が、病気や通院、育児疲れによ

るリフレッシュ等のため、シッターの派

遣を希望する場合に、子育て訪問支援券

を交付する。 

区と契約した民間のシッター事業者

の中から、利用者が自分のニーズに合っ

たサービスを選択することで、多様化す

るニーズに対応するとともに、安全・安

心なシッターサービスを提供する。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

延べ利用件数 1,616 件 1,697 件 1,781件 1,870 件 1,963 件 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○  
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4-1-2 区立保育園の施設改修 

事業概要 
平成 27 年度に向丘保育園の耐震補強工事を実施する。また、耐震補強工事

の対象にならなかった区立保育園の快適化工事について検討する。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

目白台保育園の耐震補強工事を実

施した。 

耐震化整備プログラムに基づく耐

震補強工事は平成 27年度に終了する

が、耐震補強工事の対象にならなかっ

た区立保育園を快適な保育環境とす

るための改修工事について平成 27年

度中に検討する。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

耐震補強工事実施園数 １園     

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   

 

4-1-3 区立幼稚園の定員拡充 

事業概要 区立幼稚園において、利用可能なスペースを使用し定員拡充を図る。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

３歳児保育を実施する６園におい

て、３歳児の定員を９０名（各園１５

名）から１２６名（各園２１名）に拡

充した。 

◆３歳児保育実施園数 6 園 

◆定員増 36 名 

利用可能なスペースを使用し、３歳

児を中心に定員の拡充を図る。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○   

 

4-1-4 幼稚園・保育園の一元化施設の運営管理 

事業概要 

文京区立柳町幼稚園、柳町保育園において、就学前の乳幼児期に、1 歳児か

ら 5 歳児までの一貫した方針に基づき、発達段階に応じた教育・保育を実施す

る。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   
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4-1-5 区立幼稚園の認定こども園化 

事業概要 
本区の特性及び国の子ども・子育て支援新制度を踏まえ、質の高い幼児教

育・保育を総合的に提供するために、区立幼稚園の認定こども園化を目指す。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 区立幼稚園の認定こども園化にあ

たっては、３歳児の定員拡充の状況を

考慮するとともに、区内の地域バラン

スの考え方、教育・保育の質の確保、

食事の提供方法、地域の子育て支援事

業のあり方など、様々な課題について

検討し、平成２９年度以降の設置を目

指す。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   
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4-1-6 お茶の水女子大学認定こども園（仮称）の開設 

事業概要 

子育て支援のさらなる推進に向けて、国立大学法人お茶の水女子大学と協働

で、認可保育所に幼稚園機能を備えた、区立の保育所型認定こども園を大学の

敷地内に開設する。なお、施設運営については、大学に業務全般を委託する。 

新たな保育所型認定こども園での質の高い保育サービス・幼児教育の提供に

より、保育所待機児童の解消を図るとともに、大学における教育研究活動の実

践と成果を社会還元するための教育研究の場とする。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 平成 27 年度より、設計・建設工事

を開始し、28 年 4 月（予定）に開園

する。 

◆保育園定員数（予定） 60 名 

◆幼稚園定員数（予定） 33 名   

合計 93 名 

 

開園後は、０歳児からの教育カリキ

ュラムを開発するなどの実践研究を

行い、国立大学の「知」を地域の保育・

幼児教育へ還元し、文京区全体の保育

サービス・幼児教育の質の向上を目指

す。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   
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4-1-7 保育園延長保育 

事業概要 

保護者の勤務時間（通勤時間を含む）等の都合により保育の必要がある１歳

児クラス以上の児童を対象に、午後 6 時 15 分から午後 7 時 15 分まで、延

長保育を実施する。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 小学館アカデミー茗荷谷保育園、グ

ローバルキッズ後楽二丁目園、グロー

バルキッズ後楽二丁目園分園、アスク

本駒込保育園の開設に伴い、延長保育

実施園は 4 園増の 37 園となり、新規

開設園も含め全園で実施した。 

◆実施園 37 園 

私立認可保育園の開設予定に伴い、

延長保育実施園の増を行う。また、一

時的に児童の引取りが遅くなる場合

に限定した、延長保育スポット利用の

制度を実施する。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

延長保育実施園数 5６園 5７園 5８園 5８園 5８園 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   

 

4-1-8 区立保育園年末保育 

事業概要 

 年末の保育園休園期間中、保護者の就労等により家庭で保育を受けることが

できない児童を対象に区立保育園３園（各園 30 名定員）で年末保育を実施す

る。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 年末保育実施該当日が 12 月 30 日

のみだったので、利用希望者が少なか

った。このため、千石保育園１園で実

施し、17 人の利用があった。 

◆実施園 

平成 23 年度：３園 

平成 24 年度：３園 

平成 25 年度：１園 

 保護者の就労等により、年末の保育

園休園期間中に保育を必要とする児

童を対象に年末保育を実施する。利用

者の利便性及び利用申込数から、現行

の３園（１日あたり１ 園 30 人定員）

での実施が適当であるが、毎年度需要

調査を行い、当該年度の実態に合わせ

て実施園数を調整する。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

実施園 ３園 ３園 ３園 ３園 ３園 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   
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4-1-9 地域型保育事業 

事業概要 
 保育を必要とする乳幼児を対象に、地域型保育事業として家庭的保育事業、

小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を実施する。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 平成２４年度の保育計画の見直しを

踏まえ、「グループ型小規模保育事業」

を新たに実施し、保育サービスの充実

を図った。 

◆家庭的保育者数 10 人 

◆定員 30 人 

 保育サービスの充実を図るため、地

域型保育事業として家庭的保育事業、

小規模保育事業、事業所内保育事業を

実施する。 

 また、居宅訪問型保育事業の実施に

向けた検討を進める。 

項  目 
27 年

度 

28 年

度 

29 年

度 

30 年

度 

31 年

度 

家庭的保育者数 11 人 11 人 11 人 11 人 11 人 

小規模保育事業所施設数 １か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 

事業所内保育事業所施設数 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   

 

4-1-10 グループ保育室運営 

事業概要 
 区立後楽幼稚園の一室を利用した保育室（認可外）で、保護者が就労などの

ために日中保育ができない３歳未満の児童の保育を行う。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

定員 12 名で保育を実施  後楽幼稚園内の保育室において、３

歳未満の児童の保育（定員 12 名）を

実施する。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

定員 12 名 12 名 12 名 12 名 12 名 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○    
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4-1-11 緊急一時保育・リフレッシュ一時保育 

事業概要 

 区立保育園において、一時的に保育が必要な乳幼児を対象に、緊急一時保育事

業を実施する。また、緊急一時保育事業の利用に空きがある場合、要件を問わず

利用できるリフレッシュ一時保育事業を実施する。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 区立保育園 17 園で、緊急時等

の一時保育を行った。また、定員

の空き状況をホームページに公開

し、利便性の向上を図った。 

◆延利用者数 6,078 人 

 在宅子育て家庭が一時的に保育が必要に

なった時の支援として、引き続き区立保育園

で一時保育事業を行う。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

実施園数 17 園 17 園 17 園 17 園 17 園 

延利用者数 7,091 人 7,100 人 7,100 人 7,100 人 7,100 人 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   

 

4-1-12 一時保育 

事業概要 

 満１歳から就学前までの幼児の保護者を対象に、育児疲れのリフレッシュや学

校、幼稚園等の行事参加など多様な保育需要に対応するため、一時保育所を運営

し、保護者の社会活動への参加等を推進する。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 キッズルーム目白台にて、保育環境

の改善を図るため、改修工事を実施し

た。また、保護者の利便性の向上を図

るため、平成 26 年 3 月より、キッズ

ルーム目白台の利用申請について、電

子申請による受付を開始した。 

◆一時保育所施設数 2 か所 

◆延べ利用者数 7,372 人 

 育児疲れによるリフレッシュや学

校・幼稚園等の行事参加など多様な保

育需要に対応するため、一時保育所の

運営を行う。また、多様化する保育ニ

ーズに対応するため、新たな一時保育

所の開設を行い、保護者の社会活動へ

の参加等を推進する。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

一時保育所施設数 ３か所 ３か所 ３か所 ３か所 ３か所 

登録者数 4,892 人 5,342 人 5,575 人 5,725 人 5,875 人 

延利用者数 9,772 人 
10,872

人 

11,072

人 

11,272

人 

11,472

人 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   
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4-1-13 病児・病後児保育 

事業概要 

 病中又は病気の回復期にあるお子さんを、家族の介護や勤務の都合等やむを得

ない事由により、集団保育や家庭での保育をすることができないとき、区が委託

する医療機関等で、保育を行う。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 病気により集団保育の困難な児

童を一時的に預かり、保護者の就

労支援を図るとともに、利便性の

向上のため、平成26年2月より、

利用登録申請の電子申請受付を開

始した。 

◆病児・病後児保育施設数 ２か所 

◆延べ利用人数 2,100 人 

 ２箇所の病児・病後児保育施設の運営を行

い、病気により集団保育の困難な児童を一時

的に預かることで、保護者の就労等を支援す

る。 

また、施設の地域偏在を解消するため、民

間事業者の訪問型病児・病後児保育を利用し

た際の費用の一部を助成する。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

実施施設数 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 

利用想定人数 2,298 人 2,357 人 2,411 人 2,448 人 2,468 人 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○  
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4-1-14 区立幼稚園の預かり保育 

事業概要 

 祝休日、幼稚園休業日、年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日まで）を除き、

教育課程終了後から午後 6 時まで（長期休業中は、月曜日から金曜日までの午

前 9 時から午後 6 時まで）預かり保育を実施する。保護者の就労等の要件によ

る月を単位とした「登録利用」と、必要に応じて利用可能な日を単位とした「一

時利用」がある。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 平成 25 年度から実施時間を午後 6

時まで延長したことを募集要項や窓口

で周知したことにより、登録利用者数

の増につながった。また、登録利用者

の利用が少ない曜日を活用し、一時利

用者が利用できるよう、園で調整に努

めている。 

◆一園一月当たりの平均利用回数 

 305 人 

 保育園待機児童緊急対策を受け、ま

た、区立幼稚園における保育内容の充

実を図る観点から、区立幼稚園全園

（10 園）において、在園児を対象に長

期休業中（夏休み等）を含め、預かり

保育を実施する。 

 保護者が必要に応じて利用できる一

時預かり保育も実施しており、今後、

全ての園が登録利用も一時利用もさら

に利用しやすい環境を目指す。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

一園一月当たりの平均

利用回数 
335 回 368 回 404 回 404 回 404 回 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○   

 

4-1-15 認証保育所の運営補助 

事業概要 認証保育所に対する運営の補助を行うことで、良好な保育環境の維持を図る。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 平成２４年度の保育計画の見直しを

踏まえ、引き続き認可保育所を中心に

新たな誘致を行っているところであ

る。なお、認証保育所に対する補助は

利用児童数の増に伴い、前年度比

6.2％増の補助を行った。 

◆認証保育所数 ９園 

◆定員増 37 人 

 東京都が独自の基準で認証する認証

保育所の支援を行う。区の内外を問わ

ず、認証保育所に対して運営の補助を

行うことで、良好な保育環境の維持を

図る。今後は、保育サービスの安定的

運営と量的拡充を図るため、認証保育

所から認可保育所への移行を支援す

る。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

認証保育所数 ３園 ３園 ３園 ３園 ３園 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   
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4-1-16 認可外保育施設の認可化移行支援事業 

事業概要 

 保育サービスの安定的な提供と量的拡大を図るため、認可施設への移行を希

望する認可外保育施設に対し、認可基準を満たすために必要な改修費用等の補

助を行う。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

  各認可外保育施設に対し、個別ヒア

リング等を行い、必要に応じ移行する

ための計画書作成に要する経費を助成

する。また、認可基準を満たすために

必要な改修費用等の助成等を行うこと

で、認可保育所への円滑な移行を支援

していく。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

移行施設数 ５か所     

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   

 

4-1-17 私立認可保育所の整備拡充 

事業概要 
保育需要に応えるため、私立認可保育所の整備を促進し、保育サービスの量的

拡大を図る。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 平成 24 年度の保育計画の見直

しを踏まえ、引き続き認可保育所

を中心に新たな誘致を行い、平成

25年度までに定員697人の増を

図った。（私立認可保育園施設数は

17 施設） 

◆私立認可保育園数 17 園 

◆定員増 697 人 

 待機児童数の動向を見極めながら、私立

認可保育所を整備し、待機児童の解消を目

指す。 

 また、開設後に保育内容の充実を図るた

めの運営費補助を行うとともに、区の職員

（保育士）が適宜巡回し、保育内容の確認・

助言を行う。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

私立認可保育所施設数 37 園 38 園 39 園 39 園 39 園 

私立認可保育所定員数 
2,000

人 

2,082

人 

2,183

人 

2,183

人 

2,183

人 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   
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4-1-18 育成室の整備及び運営 

事業概要 

 保護者の就労等により、放課後、家庭での保育に欠ける児童（原則として小

学校１年生から 3 年生まで）に対し指導員が遊びと生活指導を通じて子どもの

成長を支援します。また、待機児童の解消を図るため、定員に対する暫定受入

れ等の対策を講じるとともに、必要な地域を精査のうえ新たな育成室の整備拡

充を図る。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 指導員及び非常勤職員を対象とした

研修を６回実施し、保育の質の向上を

図った。また、耐震補強工事にあわせ、

内装改修及び設備整備を行った。 

◆育成室数 29 室 

 待機児童の状況を鑑み、定員を超え

た児童数の暫定受け入れ、改修時の面

積拡大等の対策を講じるとともに、新

たな育成室の整備拡充を図る。  

 また、職員研修の内容の充実等によ

り、児童指導における専門的な知識と

経験を有する職員を育成するととも

に、各育成室間での情報を共有化し、

安定した保育の供給と円滑な運営を行

う。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

育成室数 32 室 34 室 36 室 37 室 37 室 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

   ○  

 

4-1-19 民間事業者誘致による小学生の受入れ 

事業概要 

 既存の育成室運営では対応できない時間延長や一時受入れ等の保育ニーズに

対応するため、放課後児童健全育成事業を実施する民間事業者に経費の一部を

補助する。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

  区が定める要綱の基準を満たす民間

学童クラブを整備・運営する民間事業

者に対し、経費の一部を補助する。あ

わせて、東京都へ都型学童クラブ事業

補助金を申請する。 

◆区内誘致数  １か所 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

   ○  
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4-1-20 市街地再開発事業における子育て支援施設の誘致 

事業概要 
 春日・後楽園駅前地区にて、地域に求められている子育て支援施設を市街地

再開発事業により誘致する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○   

 

4-1-21 福祉サービス第三者評価制度の利用促進 

事業概要 

 福祉サービスを提供する事業者の第三者評価の受審を支援し、福祉サービス

を利用する区民へのサービス選択のための情報提供の促進及び事業者の福祉サ

ービスの質の向上を図る。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   

 

4-1-22 子育て短期支援事業 

事業概要 

 保護者が病気や出産等により、緊急かつ一時的に子ども（生後７日目から小

学生まで）を自宅で保育することが困難になった場合に、宿泊を伴う一時預か

りを行うことで、子育て支援を推進するとともに児童及び家庭の福祉の向上を

図る。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 保護者等が出生や疾病等の理由によ

り、自宅で養育することが困難になっ

た児童を、文京区が指定する福祉施設

において短期的に養育を行うことで、

子育て世帯の支援を行った。 

◆延利用日数 24 日 

 緊急時等に２か所のショートステイ

実施施設において、児童の短期的な養

育を行い、子育て世帯の支援を行う。 

また、利用要件を拡大し、出張など

の就労を利用事由に加えることで、保

護者の子育て及び就労の両立を支援す

る。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○  
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4-1-23 私立幼稚園長時間預かり保育事業費補助 

事業概要 

 長時間の保育を必要としている園児の受入れを促進し、幼稚園教育の振興と

保育所等の待機児童の解消を図ることを目的として、区内私立幼稚園が行う長

時間預かり保育事業に対し、補助を行う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○   

 

４－２ 子育てに伴う心理的負担の軽減 
子育てに不安を感じることや、身近なところに相談できる人がいないなど、子育てに心

理的な負担を感じている人が少なくありません。こうした心理的な負担を少しでも軽減す

るため、気軽に相談やアドバイスが受けられる場を設けていきます。 

 

4-2-1 子ども家庭支援センター事業 

事業概要 

家庭における子育て及び子どもの健全な育成を支援するため、相談事業、子

育て支援講座及び親子ひろば事業を実施し、子育て家庭の孤立化防止と仲間づ

くりを促進する。児童虐待通告に対する対応を行い、子育て関連機関と連携し、

要保護児童・要支援家庭への支援を行う。また、支援を要する家庭に育児支援

ヘルパーを派遣するなど養育支援訪問を行う。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

相談事業の充実に努めるとともに、

子育て支援講座や育児支援ヘルパー派

遣等により、子育て家庭への支援を行

った。 

◆相談対応 延 6,154 件 

◆子育て支援講座 26 回、545 人 

◆親子ひろば延利用者数 29,119 人 

◆親子ひろば行事開催  218 回、

5,765 人 

◆養育家庭体験発表会開催 1 回 61 人 

◆育児支援ヘルパー派遣 30 家庭、延

542 回 

相談員の相談スキルのアップとスー

パーバイズにより相談事業の充実を図

る。 

また、子育て支援講座及び親子ひろ

ば事業を充実し、子育て家庭の孤立化

の防止と仲間づくりを促進する。 

 さらに、児童虐待への対応及び未然

防止を図るため、児童虐待防止啓発事

業や養育家庭普及活動を実施するとと

もに、養育を特に支援する必要がある

家庭への育児支援ヘルパーの派遣を行

う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

  



第Ⅱ部 第２章 子育て支援計画 

121 

4-2-2 子育てひろば事業 

事業概要 

 乳幼児及びその保護者が安心して遊べ、仲間作りもできる場を提供し、専門

指導員による子育てに関する相談、援助及び子育て関連情報の提供を行うとと

もに、子育て支援に関する講習等を実施する。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 平成 25 年 4 月に子育てひろば千石

を開設し、区ホームページ等で周知を

行うことで、登録者数及び利用者数と

もに増加した。 

◆ひろば数 ４か所 

◆登録者数 3,555 人 

◆延利用者数 81,528 人 

平成 27 年度開設の文京総合福祉セ

ンター内子育てひろば外４か所におい

て、乳幼児とその保護者が安心して遊

べる場や仲間づくりの場を提供すると

ともに、子育てに関する相談等の支援

を行う。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

ひろば数 ５か所 ５か所 ５か所 ５か所 ５か所 

講習会開催回数 60 回 60 回 60 回 60 回 60 回 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   

 

4-2-3 保育園子育て相談 

事業概要 

区立保育園において、乳幼児の子育てに関する相談を実施し、保護者の不安

や悩みの軽減を図ることにより、地域の子育て支援の核としての役割を果たし

ていく。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○   

 

4-2-4 幼稚園子育て相談 

事業概要 
区立幼稚園において、乳幼児の子育てに関する様々な相談に応じる。保護者

の不安を受けとめることで、「親と子の育ちの場」としての役割を果たしていく。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○   
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４－３ 子育てに伴う経済的負担の軽減 
妊娠、出産、子育てには、保育、教育、医療など様々な費用が必要となります。安心し

て子育てができるよう、家庭の状況に応じて、保護者の経済的な負担の軽減を図っていく

必要があります。 

 

4-3-1 特定不妊治療費助成事業 

事業概要 

特定不妊治療（体外受精または顕微授精）を行い、東京都特定不妊治療費助

成を受けた夫婦で、申請時に文京区に住民登録をしている方を対象に治療費の

一部を助成する。助成額は、特定不妊治療費に対して、東京都特定不妊治療費

助成額を除いた額のうち 1 年度あたり 10 万円を上限として最大で 5 年度助成

する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○     

 

4-3-2 特定不妊治療費融資あっせん・利子補給事業 

事業概要 
文京区在住の夫婦で、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を受ける予定の

ある方に対し、治療費の融資あっせん・利子補給を行う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○     

 

4-3-3 入院助産 

事業概要 
小学校修了前（満 15 歳に達した日以後の最初の年度末）までの児童の養育

者に手当を支給する。（所得制限あり） 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 

 

4-3-4 児童手当 

事業概要 
中学校修了前（満 15 歳に達した日以後の最初の年度末）までの児童の養育

者に手当を支給する。（所得制限あり） 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 
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4-3-5 乳幼児及び義務教育就学児医療費助成 

事業概要 
中学校修了前（満 15 歳に達した日以後の最初の年度末）までの子どもの保

険診療による医療費の自己負担分を助成する。（所得制限なし） 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 

 

4-3-6 保育園第３子保育料助成 

事業概要 

子育てに伴う経済的負担の軽減を図り、子どもを多く持ちたい世帯に対する

支援となるよう、区内に在住する３人以上の子どもを扶養する世帯で、認可保

育所に通う第３子以降の子の保育料を無料とする。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   

 

4-3-7 認証保育所保育料助成 

事業概要 
区内に在住する世帯で、東京都認証保育所を月 160 時間以上の月極契約で利

用する場合、保育料を世帯所得に応じて月額 1～5 万円の範囲内で助成する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○   

 

4-3-8 区立幼稚園保育料の減免 

事業概要 
就園奨励として、一定の所得基準未満の世帯や、子どもが多い世帯に対して

幼稚園の保育料の減免を行う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○   

 

4-3-9 私立幼稚園等保護者負担軽減 

事業概要 私立幼稚園等に在園する園児の保護者に対し、保育料等を助成する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○   
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4-3-10 入学支度資金貸付 

事業概要 
私立高校等に入学する生徒の保護者で、経済的に困難な方に、入学に必要な

資金を無利子で貸し付ける。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

    ○ 

 

4-3-11 奨学資金貸付 

事業概要 
高等学校等に入学または在学する方で、経済的理由によって修学が困難な生

徒に対して、学費を無利子で貸し付ける。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

    ○ 

 

4-3-12 就学援助 

事業概要 
経済的な理由により就学が困難な児童・生徒に対して、就学に必要な費用（給

食費、学用品費など）の援助を行う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

   ○ ○ 

 

4-3-13 学校給食補助 

事業概要 

特別支援学級に在籍する児童・生徒を扶養している保護者及び児童・生徒を

扶養しているひとり親家庭の保護者で、一定の所得基準未満の世帯に対して、

給食費の補助を行う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

   ○ ○ 
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４－４ 子育て情報提供の充実 
子育てに関する様々なサービスを適時・的確に子育て世帯等が利用できるよう、わかり

やすい情報提供を行います。 

 

4-4-1 子育てガイド 

事業概要 

 子育て支援事業や困ったときの相談窓口など、子育てに関する情報誌として

子育てガイドを作成する。妊娠中から子育てに関する情報を周知し、地域から

孤立しやすい乳幼児期の子育て中の保護者を支援するため、母子健康手帳交付

時に配付する。また、文京区に転入した子育て世帯についても窓口にて配布を

行う。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 乳幼児期の子育てに関する情報提供

冊子として「子育てガイド」を作成し、

母子健康手帳交付時に母子健康バック

と一緒に配布した。また、文京区に転

入した子育て世帯についても、窓口に

て配布を行い子育てに関する情報を提

供し、地域から孤立しやすい乳幼児期

の子育て中の保護者を支援した。 

◆作成部数 4,000 部 

 妊娠中から子育てまでに関する最新

情報を収集し、民生・児童委員、主任

児童委員と協働で年１回子育てガイド

を発行し、母子健康手帳交付時等に配

布するとともに、区ホームページで公

開する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

4-4-2 子育て施策ＰＲイベントの開催 

事業概要 
全ての子育て家庭に対して、子育て支援施策の情報を周知するイベントを開

催する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 
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4-4-3 子育て応援メールマガジンの配信 

事業概要 

 妊婦や乳幼児の保護者が、安心して出産や子育てができるように、おなかの

赤ちゃんの様子や産後のお子さんの成長、健康・食事などのアドバイス、子育

てサービス等のタイムリーな情報をメールマガジンとして配信する。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 NPO 法人きずなメールプロジェク

トと協働で、25 年 4 月より、子育て

応援メールマガジンの配信を開始し

た。 区報や区ホームページで事業の

広報をするとともに、母子健康手帳配

布時や、保育園・児童館にて事業案内

パンフレットを配布し、周知を行った。  

◆25 年度末の登録者数 

  産前メール  241 名 

  産後メール  1,213 名 

  合計 1,454 名 

 妊娠周期や子どもの月齢に合わせ

た、タイムリーな行政情報の充実を図

るとともに、新たに子どもを授かった

世帯に対し、事業案内パンフレット等

により、周知を行う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○    
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４－５ 仕事と生活の調和に向けた啓発 
仕事と生活の調和を基本理念とする文京区男女平等参画推進条例を制定しました。男女

を問わず自らが望む形での仕事と生活の調和が図れるよう、区民や事業者に向けた啓発活

動を行っていきます。 

 

4-5-1 男女平等参画推進事業 

事業概要 

固定的な性別役割分担意識にとらわれない、各人の個性と能力を十分に発

揮し、互いの違いや多様な生き方を尊重する男女平等参画社会を目指した推

進セミナー等の実施を行う。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

平成 25 年 11 月 1 日に文京区男

女平等参画推進条例を施行。 女性の

社会参画として、男女平等参画セミナ

ーを通じ、幅広い年齢層の女性に対し

パソコン教室や就労支援事業を提供。 

内閣府や大学等と連携し「リカレン

ト教育」を通じた女性の再就職支援シ

ンポジウムを開催。 

 父親向け子育て支援事業としては

年 2 回、子育て期の家族への研修の

機会を提供。 

ワーク・ライフ・バランス推進事業

において 14 社を認定。展示会・相談

会を開催し、両立支援を周知。 

啓発誌「PARTNER」を年 2 回、

各 3,000 部発行。 

固定的な性別役割分業意識にとら

われず、女性も男性も各人の個性と能

力を発揮できる男女平等参画社会を

目指し、セミナーの実施、啓発誌（男

女平等センターだよりと合併し、発行

回数を年 3 回、頁数を 12 枚とする

ことで、紙面の充実を図る。）の発行

等を通して意識啓発を行う。また、関

係機関と連携し幅広い世代を対象に

事業内容の充実を図る。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

4-5-2 労働者・事業主への広報・啓発活動 

事業概要 

 多様な働き方の実現に向けた意識改革を推進するため、他行政機関・商工

会議所等各種経済団体と連携しつつ、積極的な情報提供に努め、労働者及び

事業主への広報・啓発活動を行う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 
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４－６ ひとり親家庭への支援 
ひとり親家庭に対しては、生計の維持を図るとともに子育てに対する支援が必要となり

ます。このため、子育て支援や母子家庭等の自立支援のための施策、経済的な支援を行っ

ていきます。 

 

4-6-1 母子・父子自立支援員 

事業概要 

 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、配偶者のない女子及び男子で現

に児童を扶養している方に対し、相談に応じ、必要な情報提供及び指導を行

うとともに、母子及び父子福祉資金の貸付け及び母子生活支援施設への入所

などを通して、母子・父子家庭の自立に向けた支援を行う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

4-6-2 母子家庭等自立支援事業 

事業概要 

 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づいて、「母子家庭等自立支援教育訓練

給付金事業」と「母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業」の２事業を実

施。児童扶養手当受給水準の配偶者のない方が技能の習得を図る際、受講修

了後、または受講期間中に給付金等を支給する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 

 

4-6-3 母子生活支援施設 

事業概要 

 児童福祉法に基づき、保護者が配偶者のない女子又はこれに準じる事情に

ある女子であり、その監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合に、

申込みにより保護者及び児童を母子生活支援施設において保護し、自立の促

進のためにその生活を支援する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 

 

  



第Ⅱ部 第２章 子育て支援計画 

129 

4-6-4 母子・女性緊急一時保護事業 

事業概要 

 夫の暴力からの避難等で緊急に保護が必要な母子または女性に、宿泊費等

を助成して一時的に保護施設等に宿泊させ、その安全を確保し、必要な相談、

援助等を行い、その自立への措置を講ずるまでの応急的な対応を行う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

4-6-5 ひとり親家庭緊急一時ホームヘルパー派遣事業 

事業概要 

 ひとり親家庭の生活の安定と福祉の増進を図るため、ひとり親家庭に対し、

緊急又は一時的な理由により育児の援助等が必要になった場合、ホームヘル

パーを派遣する。 

※平成 27 年 10 月に「安心・安全なシッターサービスの提供（事業番号

4-1-1）」に統合予定 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○  

 

4-6-6 児童扶養手当の支給 

事業概要 

 離婚等により、父または母に養育されていない満 18 歳に達した日以後の

最初の年度末まで（中程度以上の障害を持つ場合は 20 歳まで）の児童の養

育者に手当を支給する。（所得制限あり） 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 

 

4-6-7 児童育成手当（育成手当）の支給 

事業概要 
 離婚等により、ひとり親家庭等に養育されている満 18 歳に達した日以後

の最初の年度末までの児童の養育者に手当を支給する。（所得制限あり） 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 
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4-6-8 ひとり親家庭等医療費助成 

事業概要 

 満 18 歳に達した日以後の最初の年度末まで（中程度以上の障害を持つ場

合は 20 歳まで）の児童を養育するひとり親家庭等の児童及びその養育者に

対して、保険診療による医療費の自己負担分の全部又は一部を助成する。（所

得制限あり） 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

    ○ 

 

4-6-9 母子及び父子福祉資金 

事業概要 

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、20 歳未満の児童を扶養してい

る母子・父子世帯に対し、経済的自立と生活意欲の助長、児童の福祉を増進

するため資金を貸し付ける。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 
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４－７ 障害のある子どもの家庭への支援 
障害のある子どもの家庭に対しては、短期入所（ショートステイ）や短期保護などによ

り安心して預けられる場所を提供するとともに、緊急一時介護委託費助成などの事業を実

施することで、支援の充実を図ります。 

 

4-7-1 短期保護 

事業概要 

心身障害者・児の介護にあたっている家族等が疾病・事故・冠婚葬祭・出

産・休養・学校行事等の理由で介護を行うことが困難な場合に、文京藤の木

荘（文京槐の会内）と動坂福祉会館の２か所において、家族に代わり時間単

位で保護を行い、介護等の負担を軽減する。（動坂福祉会館については平成

27 年度で事業終了。） 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

社会福祉法人文京槐の会へ委託し、

文京藤の木荘と動坂福祉会館の２箇

所で実施している。日中における障害

児の利用及び介護者の高齢化等によ

る宿泊利用の割合が増加傾向にある。 

◆延利用者数 941 人 

◆延利用時間 16,410 時間 

 

動坂福祉会館は平成 27 年度末に

閉館するため、平成 28 年度からは文

京藤の木荘のみでの実施となる。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

延利用者数 894 人 515 人 515 人   

延利用時間 
15,590

時間 

7,274

時間 

7,274

時間 
  

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 
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4-7-2 短期入所（ショートステイ） 

事業概要 

自宅で介護する人が病気や休養を要する場合に、障害者・児が施設等に短

期間入所し、入浴、排せつ、食事の介護、その他必要な支援を受けることで、

在宅生活の支援と介護者の負担軽減を図る。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

介護者が病気や休養を要する場合

等にサービスを提供し、障害者・児の

在宅生活の支援を行い、介護者の負担

軽減を図った。 

◆延利用者数 

 福祉型:111人  医療型:24 人 

◆延利用日数 

 福祉型:995日  医療型:196日 

平成 27 年度に区内に事業所が開

設し、より利用しやすい環境が整備さ

れる。事業所の周知に努めるととも

に、個に応じた適切な支援を行ってい

く。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

福祉型延利用者数 227 人 268 人 310 人   

福祉型延利用日数 2,025 日 2,390 日 2,760 日   

医療型延利用者数 35 人 42 人 51 人   

医療型延利用日数 282 日 338 日 406 日   

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 

 

4-7-3 緊急一時介護委託費助成 

事業概要 

 障害者・児を日常的に介護している家族が、冠婚葬祭・疾病等の理由によ

り一時的に障害者の介護を行うことが困難となったときに、障害者・児の家

庭や介護人の家庭において介護をうけた場合又は育成室等の送迎の介護を受

けた場合、その介護委託に要した費用の一部を障害者本人に助成する。ただ

し、障害者の配偶者、直系血族及び同居親族を除く介護人の事前登録が必要

となる。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 

 

4-7-4 特別児童扶養手当の支給 

事業概要 

 心身に一定程度以上（「身体障害者手帳」、「愛の手帳」1～3 級（度））の

障害等がある満 20 歳未満の児童の養育者に手当を支給する。（所得制限あ

り） 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 
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4-7-5 児童育成手当（障害手当）の支給 

事業概要 

 心身に一定程度以上（愛の手帳 1～3 度、身体障害者手帳 1・2 級、脳性

マヒ又は進行性筋萎縮症）の障害のある満 20 歳未満の児童の養育者に手当

を支給する。（所得制限あり） 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 

 

4-7-6 福祉手当の支給 

事業概要 

心身に障害のある方に対し、自立した地域生活を送るための一助となるよ

うに、心身障害者等福祉手当（区制度）・特別障害者手当等（国制度）・重度

心身障害者手当（都制度）を支給する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 

 

4-7-7 日中短期入所事業 

事業概要 

自宅で障害者・児を介護する方が病気の場合等に、短期入所施設で宿泊を

伴わずに、日中の見守り、入浴・排せつ・食事の介護等を行い、在宅生活の

支援と介護者の負担軽減を図る。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

介護者が病気の場合等にサービス

を提供し、障害者・児の在宅生活の支

援を行い、介護者の負担軽減を図っ

た。 

◆延利用者数 12 人 

◆延利用回数 43 回 

 

平成 27 年度に区内に事業所が開

設し、より利用しやすい環境が整備さ

れる。事業所の周知に努めるととも

に、個に応じた適切な支援を行ってい

く。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

延利用者数 82 人 203 人 244 人   

延利用回数 730 回 1,824 回 2,189 回   

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 
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４－８ 良好な居住環境の確保 
子育て世帯に対し、優良な賃貸住宅の提供などを行い、居住環境の向上を推進していき

ます。 

 

4-8-1 区立住宅の運営 

事業概要 
 義務教育修了前の子どもがいる中堅所得者層の家族世帯に区立住宅を供給

し、良好な居住環境を確保する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 

 

4-8-2 特優賃区民住宅借上げ事業 

事業概要 
 義務教育修了前の子どもがいる中堅所得者層の家族世帯に区が借上げた民

間賃貸住宅を供給し、良好な居住環境を確保する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 

 

4-8-3 居住支援の推進 

事業概要 

ひとり親家庭及び障害のある子どもの家庭の入居を拒まないバリアフリー

化された民間賃貸住宅の確保を進め、円滑な入居を促進する。また、住宅の

確保に配慮を要するひとり親家庭及び障害のある子どもの家庭には、継続的

に安心して暮らせるよう関係機関と連携を図り支援する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 

 

4-8-4 市街地再開発における住宅供給 

事業概要 
市街地再開発事業等により、子育て支援施設を併設した良質な住宅の供給

を図る。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 
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（５）子どもを守る安全・安心なまちづくり 
子ども自身や子ども連れの保護者、妊産婦をはじめ、すべての人が地域で安全で快適な

生活を送ることができるよう、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた、人にやさし

いまちづくりを進めていきます。 

また、子どもを交通事故や犯罪から守るとともに、非行を防止する観点から、警察、学

校、地域などと連携して、子どもの安全を守る活動を実施していきます。 

５－１ 青少年のための地域環境の整備 
青少年の健全育成を阻害する恐れのある地域環境を改善していくためには、地域の大人

の見守りや協力が不可欠です。このため、学校・地域が連携して青少年を見守る活動など

を継続して行っていきます。 

 

5-1-1 非行防止・更生保護の推進 

事業概要 

 毎年 7 月の「社会を明るくする運動強調月間（法務省主唱）」「青少年の非

行問題に取り組む全国強調月間（内閣府主唱）」を機に、青少年の非行防止と

健全育成並びに罪を犯した人たちの更生について理解を深め、犯罪や非行のな

い明るい社会を築いていくための広報啓発活動（東京ドーム周辺広報活動、文

京区社会を明るくする大会、文京矯正展等）を実施する。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 社会を明るくする運動の一環と

して、「東京ドーム周辺広報活動

（東京都との共催）」、「文京区社会

を明るくする大会」などを実施し

た。また、「文京矯正展」を開催し、

刑務作業製品の展示販売を通じ

て、犯罪や非行防止・更生保護に

ついての啓発を行った。  

◆社会を明るくする運動参加者数 

5,248 人 

 毎年 7 月に、すべての人々がそれぞれ

の立場で力をあわせ、犯罪や非行のない明

るい社会を築いていくための広報啓発活

動を展開する。 

 また、関係 30 団体で構成する文京区社

会を明るくする運動推進委員会を中心に、

より効果的に運動の趣旨に対する啓発活

動を推進していく。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

参加者数 5,786 人 6,075 人 6,379 人 6,698 人 7,033 人 

対象ライ

フ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 
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5-1-2 環境浄化推進運動 

事業概要 

青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害な図書類（雑誌、コミック

等）、ビデオ類の販売やレンタルの自主規制を区内の各店舗に対して要請する

ほか、テレビ、インターネット等のメディアに対し、青少年に好ましくない

番組放送等の自主規制を要請する。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 青少年健全育成会（平成 26 年度ま

での名称：青少年対策地区委員会）が

実施する「環境浄化推進活動事業」に

対し、補助を行った。また、「東京都

青少年の健全な育成に関する条例」に

基づき、青少年健全育成会から推薦さ

れた協力員が定期的に不健全図書類

の販売状況について調査を行うとと

もに、書店やメディア関連団体に対し

自主規制の要請を行った。 

 青少年健全育成を一層推進するた

め、引き続き販売店舗やメディアに対

して自主規制（※上記参照）を要請し、

地域環境の浄化に努める。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○ ○ ○ 

 

５－２ 安心して外出できる環境の整備 
東京都福祉のまちづくり条例等を踏まえ、区内の公共的性格を有する建物等の整備・改

善等の指導を行うとともに、道路、公園等の社会基盤のバリアフリーを進めます。 

 

5-2-1 道のバリアフリーの推進 

事業概要 

 高齢者や障害者など誰もが社会参加できるように、歩道の段差解消や視覚

障害者誘導用ブロックの設置などの道路整備に取り組み、「すべての人にやさ

しい道路」の実現を図る。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容（平成 29 年度末） 

 175 箇所の整備を行い、目標の

約９割を達成した。 

◆整備件数 175 件 

 平成 12 年度の現況調査により抽出

した個所について、歩道の拡幅、段差解

消、視覚障害者誘導用ブロックの設置な

どの道路整備を順次行う。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

整備件数 120 件 120 件 120 件   

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 
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5-2-2 コミュニティ道路整備 

事業概要 

人と車の調和を図ることを目的としたコミュニティ道路の整備を進め、高

齢者や障害者を含めたそこに住むすべての人が、安心して住み続けられるよ

うにしていく。 

そのために、コミュニティゾーン整備地区内において、面的かつ総合的な

交通安全対策を展開し、通過交通の排除や車両速度の抑制を図る道路整備な

ど、地域特性を反映させた生活道路の整備を地域住民とともに推進していく。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

5-2-3 公園再整備事業 

事業概要 

 区立公園や児童遊園等をより安全・安心で快適なものとするため、公園再

整備基本計画に基づき、地域住民主体の区民参画による計画的な公園の再整

備を行う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

5-2-4 建築物等のバリアフリーの推進 

事業概要 

すべての人が区内の公共的性格をもつ各種施設を円滑に利用できるように

するため､施設の整備等を行う際にはユニバーサルデザインの考えを取り入

れることによって、福祉のまちづくりを推進する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

5-2-5 文京区バリアフリー基本構想の策定 

事業概要 

公共交通機関や特定の建築物・道路等の事業者が連携しながら、一体的・

面的・継続的なバリアフリーを推進するために、バリアフリー基本構想を策

定する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 
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５－３ 児童の安全の確保 
子どもを犯罪から守るため、地域ぐるみの被害防止対策等を推進するとともに、交通安

全教育や防災教育、安全・安心なまちづくりなどに取り組んでいきます。 

 

5-3-1 犯罪の被害防止対策の推進 

事業概要 
子どもが事件に遭遇した際、緊急に避難できる場所を確保するとともにその

目印として子ども 110 番ステッカーを掲示する。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

区立小学校ＰＴＡの協力により、子

ども 110 番ステッカー貼付協力者の

調査及び新規協力依頼を積極的に行っ

た。また、各小学校、区内警察 4 署と

名簿を共有し、子どもの安全確保にお

ける連携強化を図った。さらに、区内

全小学校の 1 年生にステッカーを配布

し、事業の周知に努めた。 

◆協力者 1,694 件 

◆区施設 123 か所 

子どもが事件に遭遇した際、緊急

に避難できる場所を確保するととも

にその目印として子ども 110 番ス

テッカーを掲示する。区立小学校Ｐ

ＴＡ連合会や区内警察署等と連携を

図り、事業の周知・充実に努めてい

く。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

協力件数 1,812 件 1,840 件 1,868件 1,897件 1,926件 

対象ライ

フ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○ ○ ○ 
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5-3-2 安全・安心なまちづくり 

事業概要 

文京区安全・安心まちづくり条例に基づき、安全・安心まちづくり推進地

区の指定や防犯パトロール、メール等による情報発信など、地域の安全対策

を推進する。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

 新たに防犯対策を推進する地区と

して、2 地区を指定し、1 地区の指定

更新を行った。 

 さらに、防犯カメラの設置費用助成

など、安全・安心まちづくり活動を支

援した。 

 また、「文の京」安心・防災メール

により、123 件の防犯等安心情報の

配信を行った。 

◆防 犯カメラ設 置費用 助成数         

４地区 

◆自主青色防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ燃料費助成数  

３隊 

◆自主防犯活動等資器材費用助成数 

４団体 

◆防犯用 ﾊ ﾟ ﾄ ﾛ ｰ ﾙ 資器材貸出数       

５団体 

◆安心・防災メール新規登録者    

1,340 人 

安全・安心まちづくり推進地区の指

定を行うとともに、推進地区への活動

を支援する。 

また、安全・安心まちづくり活動を

行う団体等への活動を支援する。 

さらに継続して、青色防犯パトロー

ルを行うとともに、防犯等安心情報の

配信により、区民に注意喚起を行う。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 
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5-3-3 安全・安心な公園づくり 

事業概要 
公園や児童遊園内で不法な占使用を行う者や不法投棄者、不審者等に注意

を与えるとともに、不法放置物の撤去を行う。 

計画目標 

実績（平成 25 年度） 計画内容 

迷惑行為等に関する利用者からの

情報や要望に対し、計画的な巡視を行

い、効果を上げることができた。 26

年度も多種多様な問題に対応し、安全

安心な公園づくりを目指す。 

◆公園等巡視日数 236 日 

公園等の夜間及び土・日・祝日の巡

回を行い、安全で安心な公園等を区民

に提供する。 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

公園等巡視 240 日 240 日 240 日 240 日 240 日 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

5-3-4 安全・安心な学校づくり 

事業概要 

交通事故や不審者等の身の危険から子どもたちを守るため、以下の事業を

実施し、ハード・ソフト両面からの見守り体制を整備する。 

【スクールガード事業】  区立小学校で実施。保護者を中心としたボランテ

ィアにより、通学路や地域の子どもの見守りを行う。 

【学校・幼稚園情報配信システム】 区立全幼稚園、小学校、中学校に通う幼

児・児童・生徒・の保護者を対象に、各校園の情報を携帯電話やパソコンに

メール配信し、迅速な情報伝達、学校と各家庭の間での情報の共有を図る。 

【防犯ブザー】 危機管理意識の普及・啓発および子どもの安全を確保するた

め、区立小学校及び区内在住の国公私立小学校へ入学される新 1 年生に防犯

ブザーを配付する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○ ○ ○ 

 

5-3-5 交通安全教育の実施 

事業概要 

地域の実態や幼児・児童・生徒の生活実態に即した計画的かつ組織的な交

通安全教育を行うとともに、通学時等における子どもたちの安全を確保する。

関係機関と協力して広く区民の交通安全意識の高揚を訴えるとともに参加・

体験型の実践教育を推進する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

  ○ ○ ○ 
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5-3-6 防災教室の実施 

事業概要 

学校、保育園、幼稚園、町会、マンション等の単位で起震車及び煙体験ハ

ウスの出張を行い、防災意識の普及啓発を図る。より多くの団体に体験して

もらえるようＰＲを継続していく。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

5-3-7 子育て支援施設への災害用備蓄物資の配備 

事業概要 

一時保育施設等子育て関連施設（児童館・育成室、キッズルーム、病児・病

後児保育施設、子育てひろば、ぴよぴよ広場、保育園）において、利用時に災

害が発生した際に必要な食糧等備蓄物資を配備する。 

対象ライフ 

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3 歳未満） 

就学前 

（3 歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○  
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６ 子ども・子育て支援事業計画 

（１）子ども・子育て支援事業計画の考え方 

子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法第 61 条にもとづく、教育・保

育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保や各種子育て支援施策の円滑な実施

に関する内容等を記載した計画です。 

本区では、子育て支援計画と一体的に策定することとしましたが、子ども・子育て支援

法で定められた子育て支援事業を明確にするため、再掲する事業も含めて記載しました。 

 

（２）教育・保育提供区域の設定 

子ども・子育て支援事業計画においては、「地理的条件、人口、交通事情その他の社会的

条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定

める区域（教育・保育提供区域）」を設定して、その区域ごとの「量の見込み」及び「確保

方策」を計画するものとされています。 

本区においては、基盤整備や事業実施上の効果などを総合的に勘案し、文京区全域を１

区域として設定します。 

 

（３）幼児期の教育・保育の量の見込みと提供体制 

子ども・子育て支援事業計画の基本的記載事項として、幼児期の教育・保育・地域の子

育て支援について、平成 27 年度から 31 年度までの５年間における「量の見込み（ニー

ズ量）」・「確保の方策」・「実施時期」を記載することになっています。 

量の見込み（ニーズ量）については、平成 25 年 10 月に実施した「子育て支援に関す

るニーズ調査（以下、「ニーズ調査」と記載する）」の結果及び各事業の実際の利用状況等

を踏まえ、量の見込み（ニーズ量）を推計し、具体的な目標設定を行いました。 

確保の方策においては、これまでの幼稚園と保育所に加えて、両方の良さを合わせ持っ

た「認定こども園」の普及を図るなど、子ども・子育て支援新制度では、幼児期の教育・

保育の場を一体的に提供する施設を推進しています。 

また、新たに、少人数の子どもを保育する「地域型保育事業」を実施するなど、多様な

保育サービスの充実を図り、質を保ちながら身近な保育の場を確保していきます。 
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○保育の必要性の認定について 

子ども・子育て支援新制度では、保護者の就労状況等により、教育・保育を利用する子

どもについて３つの認定区分が設けられ、この認定区分に応じて、教育・保育施設等（認

定こども園・幼稚園・保育所・地域型保育）の利用先が決まっていきます。  

 

＜３つの認定区分＞ 

１号認定（教育標準時間認定） 利用先：幼稚園・認定こども園 

○お子さんが満３歳以上で、教育を希望される場合 

２号認定（満３歳以上・保育認定） 利用先：保育所・認定こども園 

○お子さんが満３歳以上で、「保育が必要な事由」に該当し、保育所等での保

育を希望される場合 

３号認定（満３歳未満・保育認定） 利用先：保育所・認定こども園・地域型

保育 

○お子さんが満３歳未満で、「保育が必要な事由」に該当し、保育所等での保

育を希望される場合 

 

○地域型保育事業について 

地域型保育事業とは、子ども・子育て支援新制度において、新たに区の認可事業として

位置づけられている事業です。原則満３歳未満の保育を必要とする乳幼児に対し行われる

事業であり、小規模保育（A・B・C 型）・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育の

４類型があります。待機児の多い都市部で身近な保育の場を確保する事業です。 

 

事 業 名 事  業  概  要 

小規模保育 

比較的小規模で家庭的保育事業に近い雰囲気の下、きめ

細かな保育を実施します。 

・Ａ型（保育所分園に近いもの） 

・Ｂ型（保育所分園と家庭的保育の中間的なもの） 

・Ｃ型（家庭的保育に近いもの） 

家庭的保育 

家庭的な雰囲気の下で、少人数を対象にきめ細かな保育

を実施します。家庭的保育者の居宅その他の場所で保育を

行います。 

居宅訪問型保育 
住み慣れた居宅において、１対１を基本とするきめ細か

な保育を実施します。（ベビーシッター派遣事業） 

事業所内保育 

企業が主として従業員への仕事と子育ての両立支援策

として実施します。地域において保育を必要とする子ども

にも保育を提供します。 
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○量の見込み（ニーズ量）の算定について 

幼児期の教育・保育の量の見込み（ニーズ量）は、将来人口推計と利用意向割合からニ

ーズ量を算定しました。 

利用意向割合については、ニーズ調査における、幼稚園・保育園等の利用率と実際の幼

稚園・保育園利用率を比較し、その偏差を補正しました。 

さらに潜在的なニーズとして、ニーズ調査において、幼稚園・保育園を利用していない

理由のうち「空きがない」・「経済的な理由」等を選択し、一定の条件があえば利用の可能

性がある層を加えました。 
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幼児期の教育・保育の量の見込みと確保方策の実施時期 

項     目 

27年度 28年度 

１号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 

教育希望 保育の必要性有 保育の必要性有 教育希望 保育の必要性有 保育の必要性有 

3歳以上 ３歳以上 0歳 1-2歳 3歳以上 ３歳以上 0歳 1-2歳 

  教育希望 左記以外       教育希望 左記以外     

① 量の見込み（ニーズ量） 2,440 697 1,776 567 1,791 2,500 713 1,819 563 1,809 

②
確
保
の
方
策 

教
育
保
育
施
設 

認定こども園 0  0 0 0 0 33 0  33 9 18 

区立幼稚園 662 308 - - - 676 315 - - - 

私立幼稚園 1,708 439 - - - 1,708 439 - - - 

国立大学付属 

幼稚園 
121 - - - - 121 - - - - 

区立 

認可保育園 
- - 1,082 135 633 - - 1,082 135 633 

私立 

認可保育園 
- - 886 278 836 - - 941 287 854 

東京都 

認証保育所 
- - 55 48 169 - - 55 48 169 

その他 

認可外保育施設 
- - 65 12 75 - - 65 12 75 

地
域
型
保
育
事
業 

家庭的 

保育事業 
- - 0 7 23 - - 0 7 23 

小規模 

保育事業 
- - 0 14 5 - - 0 23 5 

事業所内 

保育事業 
- - 49 50 89 - - 49 50 89 

居宅訪問型 

保育事業 
- -       - -       

合  計 2,491 747 2,137 544 1,830 2,538 754 2,225 571 1,866 

②確保方策－①ニーズ量 51 50 361 ▲ 23 39 38 41 406 8 57 

＊各確保の方策において、事業の対象外となる認定区分は「-」を表示しています。 

＊居宅訪問型保育事業は、計画期間中に事業実施に向けた検討を進めるため、事業量は未掲載と

なっています。 
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29年度 30年度 31年度 

１号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 

教育希望 保育の必要性有 保育の必要性有 教育希望 保育の必要性有 保育の必要性有 教育希望 保育の必要性有 保育の必要性有 

3歳以上 ３歳以上 0歳 1-2歳 3歳以上 ３歳以上 0歳 1-2歳 3歳以上 ３歳以上 0歳 1-2歳 

  教育希望 左記以外      教育希望 左記以外     教育希望 左記以外     

2,608 745 1,899 562 1,768 2,657 758 1,934 559 1,759 2,671 762 1,944 553 1,752 

33 0  33 9 18 33 0  33 9 18 33 0  33 9 18 

705 328 - - - 719 335 - - - 734 341 - - - 

1,708 439 - - - 1,708 439 - - - 1,708 439 - - - 

121 - - - - 121 - - - - 121 - - - - 

- - 1,082 135 633 - - 1,082 135 633 - - 1,082 135 633 

- - 1006 297 880 - - 1006 297 880 - - 1006 297 880 

- - 55 48 169 - - 55 48 169 - - 55 48 169 

- - 65 12 75 - - 65 12 75 - - 65 12 75 

- - 0 7 23 - - 0 7 23 - - 0 7 23 

- - 0 23 5 - - 0 23 5 - - 0 23 5 

- - 49 50 89 - - 49 50 89 - - 49 50 89 

- -       - -       - -       

2,567 767 2,290 581 1,892 2,581 774 2,290 581 1,892 2,596 780 2,290 581 1,892 

▲ 41 22 391 19 124 ▲ 76 16 356 22 133 ▲ 75 18 346 28 140 
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（４）地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制 

地域子ども・子育て支援事業とは、教育・保育施設を利用する子どもの家庭だけでなく、

在宅の子育て家庭を含むすべての家庭及び子どもを対象とする事業として、子ども・子育

て支援法第 59 条の規定にもとづき、地域の実情に応じて実施するものです。  

 

○利用者支援事業 

子ども・子育て支援法 

等における事業概要 

子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地

域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等

を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業で

す。 

確保方策の考え方 

文京シビックセンターにおいて、保育ナビゲータ及び子育て

ガイドが中心となり、利用者の支援を進めるとともに、保護者

が集まる身近な場所である 5 か所の子育てひろば（地域子育

て支援拠点施設）と連携を行い、教育・保育施設や地域の子育

て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等の充実を

図る。 

●関連事業 【4-2-2 子育てひろば事業】 

量の見込みと確保方策の実施時期 

 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

利用者支援事業 
文京シビックセンター １か所（保育ナビゲータ・子育てガイド）  

子育てひろば  ５か所 

 

＜量の見込み（ニーズ量）・確保方策について＞ 

利用者支援事業は、平成 27 年度から開始する新たな事業であることから、子育てひろ

ば（地域子育て支援拠点施設）などの既存の子育て支援施設の機能を拡充することで、多

くの利用者に支援ができるよう事業を開始する。平成 28 年度以降は、各施設の利用状況

を確認の上、量の見込み（ニーズ量）及び確保方策について適切な見直しを図る。 
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○地域子育て支援拠点事業 

子ども・子育て支援法 

等における事業概要 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子

育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事

業です。 

量の見込み（ニーズ量）  

の 算 定 方 法 

将来人口推計とニーズ調査における地域子育て支援拠点施

設事業の利用意向割合・利用意向日数からニーズ量を算定し

た。 

確保方策の考え方 

地域子育て支援拠点である、５か所の子育てひろばにおい

て、地域子育て支援拠点事業を実施する。 

●関連事業 【4-2-2 子育てひろば事業】 

 

＜事業量算定方法＞ 

４施設で運営した平成 25 年度の延利用者数が、81,528 人

/年であり、事業量は確保していることから、地域的な偏りを

解消するため、平成 27 年度に文京総合福祉センター内子育て

ひろばを開設し、合計５か所の事業量とした。 

量の見込みと確保方策の実施時期 

（単位：人回/年） 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

量の見込み（ニーズ量） 45,824 46,057 45,307 45,083 44,807 

子育てひろば事業 5 か所 5 か所 5 か所 5 か所 5 か所 
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○妊婦健康診査 

子ども・子育て支援法 

等における事業概要 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診

査として、①健康状態の把握、②検査計測、③保健指導を実施

するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を

実施する事業です。 

量の見込み（ニーズ量）  

の 算 定 方 法 
将来人口推計における０歳児の人口をニーズ量とした。 

確保方策の考え方 

妊婦の健康リスクを把握し、母体や胎児の健康確保及び経済

的負担の軽減を図るため、妊婦健康診査等に係る費用の一部を

助成する。  

また、「妊婦歯周疾患検診」を実施し、歯周疾患のリスクが高

まる妊娠期の口腔衛生の向上を図る。 

●関連事業 【1-1-1 妊娠・出産への支援】 

量の見込みと確保方策の実施時期 

（単位：人/年） 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

量の見込み（ニーズ量） 1,730 1,720 1,714 1,705 1,689 

妊娠・出産への支援 

実施場所：都内の委託医療機関（病院、診療所など）*1 

主な検査項目：体重・血圧測定、尿検査、貧血、血糖検査など 

実施時期：通年 

*1 里帰り出産等による都外医療機関、助産所での妊婦健診は、償還払いで費用を助成

する。 
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○乳児家庭全戸訪問事業 
子ども・子育て支援法 

等における事業概要 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支

援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業です。 

量の見込み（ニーズ量）  

の 算 定 方 法 
将来人口推計における０歳児の人口をニーズ量とした。 

確保方策の考え方 

生後４か月以内の乳児がいるすべての家庭を保健師や助産師

が訪問し、母子の健康管理や子育てに関する情報提供を行う。

また、孤立しがちな子育て家庭における不安や悩みを聞き、支

援が必要な家庭を適切なサービスに結び付けを行う、乳児家庭

全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業）を実施する。 

●関連事業 【1-1-3 乳児家庭全戸訪問事業 

（こんにちは赤ちゃん訪問事業）】 

量の見込みと確保方策の実施時期 

（単位：人/年） 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

量の見込み（ニーズ量） 1,730 1,720 1,714 1,705 1,689 

乳児家庭全戸訪問事業 

（こんにちは赤ちゃん訪問事業） 

実施体制：保健師・助産師の専門職で実施 

実施機関：２か所 

（保健サービスセンター、保健サービスセンター本郷支所） 
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○養育支援訪問事業及び子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

子ども・子育て支援法 

等における事業概要 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養

育に関する指導・助言等を行うことにより、当該家庭の適切な

養育の実施を確保する事業です。 

また、要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネット

ワーク）の機能強化を図るため、調整機関職員やネットワーク

構成員（関係機関）の専門性強化と、ネットワーク機関の連携

強化を図る取組を実施する事業です。 

確保方策の考え方 

地域において子どもと家庭に関する支援ネットワークを構築

し、関係機関と連携しながら、要保護児童等対策地域協議会を

運営するほか、児童虐待への対応及び未然防止を図るため、養

育を特に支援する必要がある家庭への育児支援ヘルパーを派遣

するなどの児童虐待防止対策事業を実施する。 

また、子育て支援講座の開催、児童虐待防止啓発事業、養育

家庭普及活動を行う。 

●関連事業 【1-2-2 児童虐待防止ネットワークの充

実】 

量の見込みと確保方策の実施時期 

 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

児童虐待防止ネットワー

クの充実 

要保護児童等対策地域協議会の開催 

育児支援ヘルパー派遣回数  790 回/年 

子育て支援講座の開催  2 回/年 
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○子育て短期支援事業 

子ども・子育て支援法 

等における事業概要 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けること

が一時的に困難となった児童について、児童養護施設等に入所

させ、必要な保護を行う事業（短期入所生活援助事業（ショー

トステイ事業）及び夜間養護等事業（トワイライトステイ事業））

です。 

量の見込み（ニーズ量）  

の 算 定 方 法 

将来人口推計と利用意向割合・利用意向日数からニーズ量を

算定した。 

利用意向割合・利用意向日数については、乳幼児ショートス

テイ事業の実際の利用延べ人数から算出した。 

確保方策の考え方 

区が指定した福祉施設において、乳幼児ショートステイ事業

を実施する。また、文京総合福祉センター内において、新たな

ショートステイ事業を開始するとともに、その運用状況等を確

認しながら、夜間擁護等事業（トワイライトステイ事業）の実

施を検討する。 

●関連事業 【4-1-22 子育て短期支援事業】 

 

＜事業量算定方法＞ 

年間を通して、定員１名を確保していることから、年間の事

業量を 365 人/年とした。 

量の見込みと確保方策の実施時期 

（単位：人日/年） 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

量の見込み（ニーズ量） 22 23 23 23 23 

子育て短期支援事業 365 365 365 365 365 

[確保方策]－[ニーズ量] 343 342 342 342 342 

※文京総合福祉センター内で実施する新たなショートステイ事業については、計画全体

の量の見込み（ニーズ量）及び確保方策の進行管理と合わせ、運用状況等を確認の上、事

業量の設定を行う。 
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○子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

子ども・子育て支援法 

等における事業概要 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員と

して、児童の預かり等の援助を受けることを希望する方と当該

援助を行うことを希望する方との相互援助活動に関する連絡、

調整を行う事業です。 

量の見込み（ニーズ量）  

の 算 定 方 法 

将来人口推計と利用意向割合・利用意向日数からニーズ量を

算定した。 

利用意向割合・利用意向日数については、ファミリー・サポ

ート・センター事業の実際の活動件数(児童の預かりに関する活

動)から算出した。 

確保方策の考え方 

文京区社会福祉協議会にて子育て援助活動支援事業（ファミ

リー・サポート・センター事業）を実施する。 

●関連事業 【3-1-2 ファミリー・サポート・センター

事業】 

 

＜事業量算定方法＞ 

事業実績より、全体活動件数のうち小学生を対象にした預か

りに関する活動件数の割合を算出し、年度毎に計画している活

動件数から事業量を算定した。 

小学生を対象にした預かりに関する活動件数の割合  約

13％ 

（25 年度活動総件数 6,261 件 うち小学生の預かり 

788 件） 

量の見込みと確保方策の実施時期 

（単位：人日/年） 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

ニ
ー
ズ
量 

小学生低学年 506 530 551 567 581 

小学生高学年 291 303 315 336 352 

合  計 797 833 866 903 933 

ファミリー・サポート・センター事業  832 845 858 871 884 

[確保方策]－[ニーズ量] 35 12 ▲8 ▲32 ▲49 
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○一時預かり事業 

子ども・子育て支援法 

等における事業概要 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼

児について、主として昼間において、認定こども園、幼稚園、

保育所、地域子育て支援拠点その他の場所において、一時的に

預かり、必要な保護を行う事業です。 

≪幼稚園における在園児を対象とした一時預かり≫ 

量の見込み（ニーズ量）  

の 算 定 方 法 

【一時利用の預かり保育】 

将来人口推計とニーズ調査における一時利用の預かり保育の

利用意向割合・利用意向日数からニーズ量を算定した。 

【定期利用の預かり保育】 

将来人口推計とニーズ調査における定期利用の預かり保育の

利用意向割合及び定期預かり保育利用者の年間延べ平均利用回

数（24 年度）からニーズ量を算定した。 

確保方策の考え方 

区立幼稚園全園にて、幼稚園在園児を対象に、幼稚園の教育

課程終了後及び長期休業中に、預かり保育を実施する。 

また、一部私立幼稚園においても、預かり保育を実施する。

（各園で実施内容は異なる） 

●関連事業 【4-1-14 区立幼稚園の預かり保育】 

 

＜事業量算定方法＞ 

●区立幼稚園 

年間の実施日数を 240 日（平日のみ）と設定し、区立幼

稚園全園の定員数合計が 280 名であることから、年間の事

業量を 67,200 人日/年とした。 

 

●私立幼稚園 

各園により実施内容が異なることから、平成 25 年度にお

ける各園の実績（定員数×実施日数）から事業量を算定した。 

 

 

量の見込みと確保方策の実施時期 

             （単位：人日/年） 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

ニ
ー
ズ
量 

一時利用の預かり保育 50,000 51,218 53,448 54,442 54,714 

定期利用の預かり保育 64,771 66,347 69,237 70,523 70,877 

合  計 114,771 117,565 122,685 124,965 125,591 

確
保
方
策 

区立幼稚園の預かり保育  67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 

私立幼稚園の預かり保育  73,695 73,695 73,695 73,695 73,695 

合  計 140,895 140,895 140,895 140,895 140,895 

[確保方策]－[ニーズ量] 26,124 23,330 18,210 15,930 15,304 
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≪幼稚園における在園児を対象とした一時預かり以外≫ 

量の見込み（ニーズ量）  

の 算 定 方 法 

将来人口推計と利用意向割合・利用意向日数からニーズ量を

算定した。利用意向割合・利用意向日数については、各種一時

預かり事業の延べ利用日数から算出した。 

さらに潜在的なニーズとして、ニーズ調査において事業を利

用していない理由のうち「利用したい事業が地域にない」「空き

がない」等を選択し、一定の条件があえば利用の可能性がある

層を加えた。 

確保方策の考え方 

一時保育所である３か所のキッズルームと区立認可保育園

17 園において、一時預かり事業を実施する。 

●関連事業 

【4-1-11 緊急一時保育・リフレッシュ一時保育】 

【4-1-12 一時保育】 

 

＜事業量算定方法＞ 

●緊急一時保育・リフレッシュ一時保育 

 年間の事業実施日数を 294 日（25 年度実績）と設定し、

各園の定員の合計数が 38 名であることから、11,172 人日/

年とした。 

確保方策の考え方 

●一時保育 

 キッズルーム毎に、１日の最大受入人数実績と開室日数

（25 年度実績）から事業量を算定した。 

・キッズルームシビック 

17 人/日×358 日＝6,086 人日/年 

・キッズルーム目白台 

12 人×293 日＝3,516 人日/年 

※27 年 4 月に開室する「キッズルームかごまち」について

は、キッズルーム目白台と同規模で実施するため、事業量を

3,516 人日/年とし、合計で、13,118 人日/年と算定した。 

量の見込みと確保方策の実施時期 

（単位：人日/年） 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

量の見込み（ニーズ量） 20,029 20,345 20,637 20,798 20,800 

確
保
方
策 

緊急一時保育・ 

リフレッシュ一時保育 
11,172 11,172 11,172 11,172 11,172 

一時保育 13,118 13,118 13,118 13,118 13,118 

合  計 24,290 24,290 24,290 24,290 24,290 

[確保方策]－[ニーズ量] 4,261 3,945 3,653 3,492 3,490 
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○延長保育事業 

子ども・子育て支援法 

等における事業概要 

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時

間以外の日及び時間において、認定こども園、保育所等におい

て保育を実施する事業です。 

量の見込み（ニーズ量）  

の 算 定 方 法 

将来人口推計とニーズ調査における延長保育事業の利用意向

割合からニーズ量を算定した。 

確保方策の考え方 

全ての区立認可保育園及び私立認可園において、延長保育事

業を実施する。 

●関連事業 【4-1-7 保育園延長保育】 

  【4-1-15 認証保育所の運営補助】 

 

＜事業量算定方法＞ 

本計画中に新たに整備する私立認可保育園について、延長保

育定員数を 10 名と設定し、既存園の延長保育定員数に加算す

ることで、事業量を算定した。 

また、認証保育所については、年度により区民利用数が変動

するため、1 か所あたりの利用数を 10 名と設定し、加算した。 

量の見込みと確保方策の実施時期 

（単位：人/日） 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

量の見込み（ニーズ量） 661 671 680 685 685 

確
保
方
策 

区立認可保育園 

延長保育 
350 360 360 360 360 

私立認可保育園 

延長保育 
313 363 363 373 373 

認証保育所 

延長保育 
30 30 30 30 30 

合  計 693 753 753 763 763 

[確保方策]－[ニーズ量] 32 82 73 78 78 
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○病児保育事業 
子ども・子育て支援法 

等における事業概要 

病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等

において、看護師等が一時的に保育等をする事業です。 

量の見込み（ニーズ量）  

の 算 定 方 法 

将来人口推計と利用意向割合からニーズ量を算定した。 

利用意向割合については、区内２か所の病児・病後児保育施

設における、実際の利用延べ人数と定員満員のため利用できな

かった人数の合計から算出した。 

確保方策の考え方 

区が委託する２か所の病児・病後児保育施設で保育を実施す

る。 

●関連事業 【4-1-13 病児・病後児保育】 

 

＜事業量算定方法＞ 

年間の平均開室日数を 240 日（平日のみ）と設定し、施設

の定員が６名であることから、年間の事業量を 1,440 人日/年

とした。 

量の見込みと確保方策の実施時期 

（単位：人日/年） 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

量の見込み（ニーズ量） 2,298 2,357 2,411 2,448 2,468 

確
保
方
策 

保坂病児ルーム 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 

順天堂病後児ルー

ム 
1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 

合  計 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 

[確保方策]－[ニーズ量] 582 523 469 432 412 
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○放課後児童健全育成事業 

子ども・子育て支援法 

等における事業概要 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学してい

る児童に対し、授業の終了後に児童館や小学校の余裕教室等を

利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を

図る事業です。 

量の見込み（ニーズ量）  

の 算 定 方 法 

将来人口推計と利用意向割合からニーズ量を算定した。 

利用意向割合については、ニーズ調査における育成室利用率

と実際の育成室利用率を比較し、その偏差を補正した。 

さらに潜在的なニーズとして、ニーズ調査において事業を利

用していない理由のうち「空きがない」「経済的な理由」等を選

択し、一定の条件があえば利用の可能性がある層を加えた。 

確保方策の考え方 

【小学生低学年】 

現在の育成室事業を継続し、計画期間中に 8 か所の育成室を

新たに整備する。 

●関連事業 【4-1-18 育成室の整備及び運営】 

 

＜事業量算定方法＞ 

本計画中に新たに整備する育成室について、定員数を概ね

40 名と設定し、既存育成室の定員数に加算することで、事業

量を算定した。 

【小学生高学年】 

計画期間中に全区立小学校 20 校において、放課後全児童向

け事業を実施し、放課後の居場所を提供する。 

●関連事業 【2-1-2 放課後全児童向け事業】 

 

 

量の見込みと確保方策の実施時期 

【小学生低学年】                                   

（単位：人/日） 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

量の見込み（ニーズ量） 1,476 1,545 1,607 1,655 1,693 

育成室の整備 1,468 1,548 1,628 1,668 1,668 

[確保方策]－[ニーズ量] ▲8 3 21 13 ▲25 

 

【小学生高学年】                                   

（単位：人/日） 

項  目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

量の見込み（ニーズ量） 294 306 318 339 355 

放課後全児童向け事業      20 校 

※放課後全児童向け事業の実施にあたっては、保護者や地域等の事業体制を整える必要が

あるため、毎年度の進行管理と合わせ、事業量の見直しを図る。 
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○実費徴収に係る補足給付を行う事業 

支給認定保護者のうち、当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を

勘案して、区が定める基準に該当するものに係る支給認定子どもが、特定教育・保育、特

別利用教育、特定地域型保育又は特例保育を受けた場合において、当該特定支給認定保護

者が支払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用その

他これらに類する費用として区が定めるものの全部又は一部を助成する。 

 

○多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究、その他多様な事

業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進する。 

 

（５）幼児期の教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の

推進に関する体制の確保 

保護者の就労状況に関わりなく、子どもが教育・保育を一体的に受けることのできる認

定こども園の設置については、拡大に向けて国に更なる環境整備の充実を求めるとともに、

区としても制度改正の趣旨を踏まえ、保育所や幼稚園のニーズ量や地域の実情に応じて、

認定こども園の普及の検討を行っていきます。 

 

（６）計画の推進体制と進行管理 

文京区子ども・子育て会議において、毎年度、子ども・子育て支援事業計画に基づく施

策その他の地域における子ども・子育て支援施策の実施状況等について、点検・評価し、

結果については、区ホームページ等で区民に公表します。 

なお、毎年度、人口推計等の変動要因を勘案し、ニーズ量を見直すとともに、計画に定

める量の見込みが、大きく変動する場合には計画の一部見直しを必要に応じて行います。 

 


